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概要：　本稿では、現代社会の子どもの発達状況や教師の力量形成の問題を直視しながら大学における
教員養成の課題を明らかにしたものである。現代社会における教師観を基に、教員養成のあり方を国際
的な視点から問題にした。
　この際に、ユネスコ・ILO教員の地位の勧告を重視した。さらに、OECDの教師教育の現状から学校
現場を基本にした生涯学習の役割を問題提起したものである。戦後日本の教員養成は、戦前の拘束的な
鋳型にはめた師範教育の決別からが重要であった。そのことを師範教育を経験した論者から明らかにし
た。
　戦後の大学における教員養成は、師範教育の反省から、師範の大学昇格をめぐってもリベラルアーツ
という学芸学部から出発したことにより、教職の専門の確立に大きな矛盾を残したことも明らかにした。
とくに、教職専門における教育学や教育心理の学校教育の基礎的な分野が極めて軽視した教員養成が行
われてきた問題点を明らかにした。この問題点の克服においては、様々な課題がある。
　戦後の憲法原理を基に平和主義、民主主義、基本的人権という内容を基礎にしての教員養成をどのよ
うにしていくのかという大きな課題が教職専門に求められている。この際に、人権的感覚と民主主義的
な人間力をもった教師の人間形成が強く求められている。
　大学における教員養成は、学術の府である学問の自由を尊重されるなかで、学生の自発性や自治の活
動が活かされて、教師間の協働と地域の連携活動のできる教師の人間力形成が不可欠である。 
　大学における教員養成は、生涯学習という現職教育の重要性を大切にできる教員としての資質の最低
限の能力の形成が求められているのである。このためには、教育実習などの教育現場で学ぶ機会でも学
校教育の全体活動がみれる体験を用意することが大切である。この視点を中央教育審議会や教員養成審
議会の答申を参考にしながら本稿では力説したのである。
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はじめに
　 ―戦後の民主主義を志向する教師と大学におけ

る教員養成―

1�．社会の民主義形成における教育の力と大学の
責任性

　戦後は、憲法の平和主義、基本的人権、主権在
民という戦後民主主義に教育の力にまつべきもの
があるということから、教員養成が出発した。こ
のためには、学問の自由と学術の府の大学での教
員養成を原則とした。
　戦前の教員養成は、学問の専門から学ぶのでは
なく、閉鎖的な、非人格的な鍛錬主義による人間
の機械化による師範教育であった。師範の教育内
容は、「兵隊的教育のもとにもっぱら忠君愛国の
天皇至上思想を注入したものである。知識はごく
日常的なものに限り広く浅く教え、むしろ教育技
術の習得を重視したのである」。（1）

　教員養成は、戦後民主主義のもとに学術府の大
学で、すべての学部で教員養成ができるように開
放性にした。さらに、大切なことは、免許主義と
いうことから、教職の専門科目を体系的に学問研
究として学ぶことを要求したのである。それは、
教科の専門性と同時に、科学としての教育を学ぶ
ことを免許科目に要求した。教職の専門科目は、
どの学部で教員免許をとろうとも教育の科学の専
門性を身につけることを求めたのである。
　教育学部系以外の専門学部で教員免許をとろう
とするものは、副専攻的な意味で体系的な教職専
門科目を学ぶことを必要としたのである。教職の
専門科目は、職業訓練な性格ではなく、大学での
学問を学ぶ領域としてみることが大切である。師
範学校は、戦後になって、学芸学部の性格で出発
した。そこでは、師範教育での日常的なもの、広
く浅い内容の知識から、いかに学術の府としての
大学教育にしていくかということが大きな課題で
あった。
　戦後国立大学の教育系学部は、リベラルアーツ
の学芸学部として出発したが、教職専門の教育科
学を学ぶ体制が不十分なままであった。教育の専
門性は、学問に基礎を置くのではなく、鍛錬主義
による職人的な教育技術の習得のみという問題を
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払拭できなかった。師範学校は、戦後に学芸学部
的性格による大学昇格により、学校教育法での大
学教授の資格が教員に求められた。教科専門科目
や教職専門の大学教授の配置が原則になった。師
範学校での職業訓練的な教員の位置から学術の府
としての大学教員に形式上なったのである。学校
教育法の教授は、専攻分野について、教育上、研
究上又は実務上の特に優れた知識、能力及び実績
を有する者が学生を教授し、その研究を指導し、
又は研究に従事するということが原則である。
　しかし、師範学校の継承的側面から教職専門科
目の教授配置の条件整備が十分に行われたわけで
はなかった。教職の専門科目は、マスプロ教育に
典型にみられるようにきめの細かい教育に困難を
もった。小学校教育は、中学校を中心とする教科
専門科目のなかで疎かにされた。
　教育学部系では、教職専門科目の教育の独自性
が強く意識されたのである。教育学部は、リベラ
ルアーツ・学芸学部の考えから教科専門科目を大
学におけるひとつの学問系として位置づけられ
た。教養学部をもたない地方の国立大学では、教
養教育も兼ねていた。そして、広く知識を授ける
とともに、深く専門の学芸を教授研究し、知的、
道徳的及び応用的能力を展開できる体制になっ
た。ところが、教育系学部では、教科を中心とし
て編成され、教育学や教育心理などの教職専門科
目では、教員配置の条件整備が十分になされず、
学術の府としての大学の教職専門の教育には、多
くの困難をもってきたのである。
　教育学部系は、人間の発達を基礎にして、人間
能力の様々な分野を獲得していける過程を実践的
に教授し、研究する分野であるが、閉鎖的な職業
訓練的な機関の払拭は十分に出来なかったのであ
る。例えば、様々な分野での人間発達の過程、発
達のつまずき、子どもの発達における親や地域と
の関係、教育と社会との関係、知育と訓育の関係、
それぞれの分野における科学の発達と子どもへの
教授など固有の研究課題がある。
　それらは、職業訓練的な方法ばかりではなく、
独自の科学の世界の探求課題がある。この科学の
世界と結びついての教育技術の独自的役割がある
ことを見落としてはならない。教師になっていく

うえでの基礎的なスキルは必要である。その前提
には、教育の科学的な知識と同時に、個々の学生
の個性を尊重して多様な人間性ある得意分野を伸
ばしていけるスキルの基礎が必要なのである。鋳
型にはめた画一的な上司に絶対的服従の滅私奉公
的な戦前の師範教育のスタイルではあってはなら
ないのである。
　教師になっていく基礎的な訓練には、戦後民主
主義として、最も大切なことは人間関係で相手を
尊重する人権感覚の養成である。このためには、
人関関係で相手を人間的に尊重できる態度、集団
での自治力の養成が求められるのである。この養
成のためには、大学時代での学生の自発的な意志
による様々なサークル活動、研究会活動、スポー
ツ活動、ボランティア活動を奨励していく条件整
備が必要である。このなかで、学生が自治的な能
力を発達させて、教師になって協働活動に貢献で
きる人間力ができるのである。
　さらに、教師になっていく基礎的な能力形成と
して、次のような固有の課題もある。たとえば、
発声練習、体での表現練習、コミュニケーション
練習、発表力・受容力・包容力の双方向の人間関
係スキル、ニヒルではなく未来を見つけていく姿
勢など。これは、教師としての固有な人間力の養
成である。教員養成では、これらの人間力の発達
を大切にしながら教授・学習の方法を分野ごとに
身につけていくことは不可欠である。そして、大
学における学術の府としての教職課程の固有性
は、学生に子どもの発達の現実を直視しながら研
究的態度で教育現場を体験し、実地研究していく
ものである。そのなかで、自分の職業的な教職の
適性を自分自身で判断していくものである。
　
2�　教師を志す学生の人間力を豊かにすることと
科学の大衆化の態度養成

　教師を志す学生は、閉鎖的な大学生活を送るこ
とでは、将来にとって、大きなマイナス要件に
なっていく。教育学部系の学生は、社会に開かれ
た学校の教員養成という意味からも極めて大切で
ある。様々な専攻学生とともにサークル活動や生
協活動などを通して、幅の広い人格が形成されて
いくことを注目する必要がある。また、自己の興
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味関心から選んだ教養科目をいろいろな専攻分野
の学生とともに学ぶ意義は大きい。様々な専攻分
野を共に学び、一般教養を身につけて、学問を尊
重し、科学の大衆性を志し、幅の広い人間性を形
成することは教師になるうえで大切なことであ
る。閉鎖的な大学生活では、これらの課題の達成
を難しくしていく。
　ともに共通の関心から学ぶことは、人間関係で
多様性を容認していく態度ができ、広く社会をみ
ることができる。そして、地域で協働の力をもつ
人間形成にも役にたっていく。つまり、教師は、
地域や父母、企業、働く人と連携し、協働してい
く能力を形成していく必要がある。学生時代から
さまざまな進路希望をもつ人びとと共同生活をし
て、多様な科学を学ぶ友人をつくることは、大切
である。それは、教師として生きていくうえで基
礎的な人間関係の能力をつくりあげていく。この
能力形成は、学級王国などと言われるように、社
会から閉鎖的になりやすい教師のマイナスの特性
から重要なことである。
　進路の指導は、子どもの発達段階によって、異
なっているが、小学校の段階から、働く人びとの
実態をみたり、その学習をしたり、さらに、自分
の夢、なりたい職業についても夢として考えさせ
ることも必要なことである。中学生になれば夢が
職業観形成になって、さらに高校生になれば自分
の個性を発見しながら、職業観を充実させていく
のである。
　小学校と中学校の義務教育の充実は、民主的で
豊かな文化をもった国家を発展させ、世界の平和
と人類の福祉の向上に貢献するためであった。そ
こでの教育は、個人の尊厳を重んじ、真理と正義
を希求するために、人類が到達した科学技術と学
問の成果を大衆化するためである。
　それは、人類の到達した科学・技術と学問、芸
術・文学とスポーツ文化などを享受して、暮らし
と情操を豊かにし、すべての国民が心身ともに健
康で、人間らしく生きていける力を身につけるた
めの教育である。子どもは、未来の主人公であり、
学校は、未来社会を創造する担い手を育てる場で
ある。
　戦後の民主主義を志向する教師は、戦前の滅私

奉公的な鋳型にはめた人間の機械化と、軍国主義
からの決別が求められたのである。学校教育法31
条で、小学校教育のなかで体験活動が導入されて
いる。そこでは、児童の体験的な学習活動や自然
体験の重視とともに、ボランティア活動などの社
会奉仕体験活動の奨励もされている。ボランティ
ア活動の理念をきちんと把握していくことは、教
師にとって大切なことである。
　民主主義を志向する教師は、科学の大衆化、人
権尊重の人格を基盤として、未来社会の人間形成
の仕事を使命としている。そこでは、創造的視野
から現実を見つめながら、子どもの自発性を尊重
することが不可欠である。

第一章　�現代社会における教師観と教員
養成の基本的な視点

1�．現代社会の諸矛盾と教員養成における教育内
容

 　現代社会は、高度な科学技術が発達した。現
代の科学技術の応用は、専門化して、細分化され、
総合的な視野から暮らしに結びつけた対応が遅れ
ている。このことは、環境問題の地球的な規模で
の深刻な状況に現れている。
　日常の消費生活は、世界との関係が深くなり、
企業も国際化のなかで経済活動を強いられてい
る。激しい弱肉強食のなかでブラック企業の存在
や、絶対的命令の上意下達、上司や管理職のパワ
ハラが大きな社会問題になっている。
　人を騙したり、詐欺や横領、拝金主義も後を絶
たない。社会の道徳問題が大きく問われ、人間と
して生きて行くための当たり前の市民的なモラル
の確立が急務となっている。また、情報化が進
み、社会も複雑になり、より多様な価値を認め合っ
て生きて行く時代で、独善主義が横行し、民主主
義も大きな課題になっている。
　とくに、学校教育は、偏差値による画一的な学
力競争が、子どもに重くのしかかっている。さら
に、ゲーム遊びや携帯などのデジタル化によって、
人間関係を直接に結ばず、バーチャルの世界が子
どもに襲いかかっている。競争主義教育の勝利主



－ 27 －

神田嘉延：現代社会における日本の教員養成

義のなかで教師の体罰も深刻である。学校でのい
じめ問題も自殺に至るほど非人間的な状況が生ま
れている。学校の管理主義は厳しく、子どものい
じめを隠蔽する状況が大きく問われている。学校
の閉鎖的な側面は大きな社会問題にもなってい
る。
　教師の精神的病は、他の職務に比べて激増し
て、働きやすい職場になっていない学校も多い。
現代社会は、教育をめぐって多くの矛盾をかかえ、
社会的に学校教育に要請する課題も多い。このよ
うな、現状をきちんと踏まえて、未来志向的に教
員の養成をしていくことは、大学の教員養成に課
せられた社会的な責任でもある。社会の現実を直
視できる能力を教師は磨いて行くべきである。こ
のための社会を認識していく基礎的な教養は、教
師になるためにも大きな条件である。

２．平和教育の大切さと愛国心教育の内容論
　ところで、現代社会は、世界的な規模で格差が
広がり、国際紛争も絶えない時代である。ユネス
コ憲章の平和の心を育てる課題は、緊急性になっ
ている。ユネスコ憲章の前文は、戦後の教員養成
にとっても極めて大切な精神である。
　「戦争は人の心の中で生まれるものであるから、
人の心の中に平和のとりでを築かなければならな
い。相互の風習と生活を知らないことは、人類の
歴史を通じて世界の諸人民の間の疑惑と不信をお
こした共通の原因であり、この疑惑と不信のため
に、諸人民の不一致があまりにもしばしば戦争と
なった。
　教師は、人の心の中に平和のとりでを築くため
に、各民族、各地域、各宗教の相互の風習と生活
を深く学ばなければならない。それぞれの文化や
価値観を相互に理解し、自分の育ったふるさや地
域の伝統や文化に誇りをもっていくことが求めら
れている。相互の風習や生活の理解なしに共生し
ていくことはない。
　教育基本法での愛国心の内容は、我が国の伝統
と文化を尊重し、それに誇りをもつことである。
まさに、日本文化の問題として、理解をしていく
ことが必要である。それは、決して国家主義によ
る自国民族を絶対化し、他民族に対して、権威主

義的に上位にたったり、排外主義にたつものでは
ない。
　愛国心の教育は、ユネスコ憲章の精神にのっと
り、相互の文化と価値観を尊重し、平和主義に
よって異文化の相互理解と共生のためとして位置
づける必要がある。そこには、自己の上に権威主
義的に国家があるのではなく、国民の暮らしのな
かでの民族的、地域的な誇りが基盤にある。つま
り、自分の育った地域の文化や民族的な文化的ア
イデンティティは、人間尊厳の大きな要素である
という認識が大切である。
　愛国心や郷土の誇りの教育をするために、教師
は、自国と地域の文化や歴史を深く理解し、他民
族、他地域の文化を深く認識し、人々と共生して
いくために相互理解の教養をもっていくことが不
可欠である。
　この大切な課題を無視して、他民族間相互の文
化や歴史の理解のための十分な教材研究もなしに
安易に愛国心教育を行うべきではない。
　愛国心教育の内容は、きわめて高度な課題であ
り、日本社会と地域文化の歴史を深く理解すると
ともに、各民族・各国家の相互の理解、相互に共
生していくための異文化や国際理解教育の内容も
含むものである。

３．教師は未来の担い手を育成する仕事
　未来を形成していく子どもの諸能力形成には、
学校の果たす役割が大きくなっている。子ども
は、地域で、自然のなかで遊ぶ機会も少なくなっ
た。子どもが一人前に育っていくとき、本来的に
自然状態で育っていく状況は、目的意識的につ
くって行かねばならない時代である。
　地域社会の崩壊が進むなかで、親の仕事の実態
が見えなくなっている時代である。子どもの生活
においては、学校が大きな影響を与える。現代は、
子どもの人格形成において、学校生活は、大きな
位置を占めている。子育てや教育に関わる大人は、
子どもの遊びや環境教育に真剣に考えなければな
らない。教育の専門性をもつ教師は、この問題に
地域のなかでリーダー的役割を果たす。
　教師は、現代の社会的な問題に真正面に向き
合って、未来を志向し、豊かで人間らしく生きて
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行けるような能力をつけてやることが仕事であ
る。教師は、真剣に社会や地域の問題に目をむけ
なければならない。教師は、未来社会の担い手を
育てる仕事ということから、特別に、社会と向き
合って、個々の子どもの諸能力形成、人格の完成
をめざすことが求められていることを忘れてはな
らない。学校のなかで、学級のなかで、閉鎖的に
なることは、真の意味の未来の社会の担い手養成
の社会的な使命から逸脱するものである。
　学童期における子どもは、教師の発達の援助に
よって成長していく比重が大きくなっている。現
代の複雑な社会では、教師が、子どもの成長に大
きな責任と重大な使命をもつ時代になっている。
　しかし、現代の学校は、大きな病理現象を生み
出している側面も直視しなければならない。それ
は、学校における管理主義と鋳型にはめた画一的
な教育指導の傾向があり、弱肉強食による偏差値
的な学力やコンクールの競争主義がはびこってい
るからである。
　このようななかで、いじめや教師の体罰、管理
職によるパワハラなど、非人間的な教育界の社会
問題状況が一部にあることが浮き彫りになってい
る。現代は、学校における人間の尊厳、人権の尊
重ということが目的意識的にもっていなければ、
教師自身の非人間的な姿に拍車がかかる状況であ
る。
　とくに、小学校の子ども達は、自らの人間の尊
厳について権利を主張することに弱い立場にあ
る。小学校の教員は、発達の未熟な段階にある子
ども達をおもいのままに操作主義的にしがちにな
る。小学校の教師には、自らの権利を主張できな
い未熟な発達段階という認識を強くもって、子ど
もの人権を尊重する姿勢が極めて強く求められ
る。小学生にとっての教師は、絶対的な存在であ
る発達段階である。

４�．閉鎖主義による師範教育における人間の機械
化と開放性による大学における教員養成

　国民皆学制の学校の発達は、近代社会の文明作
用である。それぞれの国民が学校という制度のな
かで、誰でも平等に学ぶことができるようになっ
た歴史的な意味は大きい。どの民族、どの近代国

家でも国民皆学制を充実させてきた。日本の資本
主義の発展は、日清戦争、日露戦争を経て急速に
進んだ。そして、1907年に義務教育6年制が確立
して、国民皆学制になった。小学校の就学率は、
90%以上になるのである。壮丁（ 徴兵） 検査にお
いて実施された青年男子の読み書き能力調査は、
1899 （ 明治32） 年以降実施された読書算術を知ら
ざる者が、1910年には4.3%と国民の非識字率が
極めて低くなっている。（2）

　これは、明らかに学校教育の普及の成果であ
る。徴兵検査と同時に読み書き算術の調査、学力
水準の調査は、国民皆兵という軍事目的のため
に必要なことであった。読み書きや算術の調査
は、軍隊の大きな関心であり、軍事的に高い質を
もつために兵士の学力が求められたのである。し
かし、義務教育の普及によって、国民が読み書き
算術ができるようになった文明作用の意義は大き
い。戦前の教員養成で大きな役割を果たした師範
学校の改革論は、大正期デモクラシーのなかで起
きる。
　野口援太郎「師範教育の変遷」において、師範
教育は、軍隊における教育を採用したとしてい
る。それは、兵式体操と兵営訓練が基本であると
している。師範学校では、教育上の思想を有して
いるものでもなく、尊敬すべき人格を有している
ものでもなく、学問上の造詣もなく、いじめあげ
ることになれているだけであることをもって、青
年教育者を訓練しようという重責に任命されてい
る。従って、彼らと生徒との人間的な温情はない
とのべている。（3）

　下中弥三郎は「教育再造」で師範教育の人間機
械化に対して、教師の人間性回復を軸に教員養成
の改革論をのべたのである。師範教育の最も大き
な弊害は、人間の機械化である。官僚的、画一的
制度のもとでは、自発力を失い、形式主義に堕す
る。生徒としては囚徒のごとく扱われ、教師は制
度の奴隷として束縛される。人格の独立も思想の
自由もない。教育の主体たる教師が人格ではな
く、機会であると鋭く批判している。（4）

　1978年に神戸大学教育学部教授であった津留宏
は、教員養成論を出版しているが、そのなかで、
体験的師範教育を述べている。
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　津留宏は、高等小学校卒業と同時に師範学校に
入った。14歳という年齢では、教師になるという
志望が固まる年齢でもない。周囲から決められた
ものである。社会について認識のできていない少
年に将来の志望をいわせても一時の夢のようなも
のである。こんな少年に教員養成機関にはめ込む
ような教育は、自由主義的ではない。その後、本
当の意味で将来の生き方に悩むのである。最初の
全寮制の一年間、師範教育で自分の性格が変わる
ほどの影響を受けた。毎日が不快の緊張の連続で
あった。
　師範生は、いろいろなタイプがあった。将来教
師になれるのが栄誉に思う地方の農家出身の学業
に優れていない生徒。都市の貧しい家庭で、中等
教育を受けられず働かされるところだったが幸い
に師範に入れて、将来に小学校の先生になれるこ
とに満足している生徒。本当は中学校や高専に望
みをもちながら師範に入ってきた将来教師を志望
しない生徒。このタイプは、学力も高く、気概も
あったが師範教育に反発であった。生徒はすべて
将来、教師になることを前提に教育していたの
で、こっそりと上級学校へ進学の勉強をしてお
り、もっとも悩んでいた生徒である。
　師範教育では、職人的な教育を受けたが、なに
よりも自由な思索や学問を奨励することはなかっ
た。学問的な論拠を要求すると「君たちはまだ体
験が足りない」「そういう考え方は国体にあわな
い」と高圧的な返事が返ってくる。
　拘束の多い師範生活から、先生としての大人の
生活に入ると適応障害を起こすものがいた。数年
たつと自分は先生という特別な大人だと思い込む
ようになる。特別の自省も不安も恥ずかしさもな
しに、子どもを教えたり説教したり、上手に管理
したりすることができるようになる。この職業が
つくる人格と自己の真の人格とをどのように統合
していくかという生き方の問題がでてくる。
　師範教育は、未熟な志望意識のなかで、自由な
思索や学問を奨励するものではなく、子どもを国
家主義的な目的に教化するための鋳型にはめた兵
隊的教育のもとに、知識はごく日常的なものに限
られ、広く浅く教え、教育技術の習得を重視した
のであった。（5）

　津留宏は、師範教育では、職人的な教育を受け
たが、自由な思索学問をできる状況ではなかった
としている。師範教育では、特別の自省も不安も
なく子どもを管理する教師教育を強いられたとす
るのである。

５�．師範学校の教員養成から師範の大学昇格での
学芸学部創設

　戦後は、基本的人権、民主主義、平和のためと
いう理想実現に、国民皆学制の充実を求めた。教
育は、日本国憲法の精神による人間の尊厳、民主
主義、世界の平和と福祉の向上に貢献するために
の人格完成をめざすものとなった。
　戦後における教員養成は、一般教養と専門の学
問を身につけて、学術の府としての大学における
教職専門科目の履修を原則とした。また、どの大
学、どの学部でも教員養成のできる免許主義に基
づく開放制にした。ここでは、戦前の訓練的な特
定の鋳型にはめた職人的な教育技術習得に修練し
た師範教育の反省があった。
　しかし、戦後の教員の資格審査は、戦前の軍国
主義的な教育の十分な反省もなく安易に行われ
た。津留宏は、このことについて次のように書い
ている。「安易な資格審査や認定の仕方を当事の
教員たちのほとんどは歓迎したけれども、これは
教育者としてみずからの思想性を軽視され、たん
なる教育技術屋として扱われたことなのだと気付
く人は少なかった。・・・日本人に革命的な啓蒙
をすべき教師が、初めから思想なき技術者あるい
は事務屋として新教育に臨んだからである」。（6）

　戦後の民主主義の憲法における新しい教師像
は、あいまいであったと津留宏はみていたのであ
る。人間的に誠実であることが教師になる資格の
基本的なものであるが、しかし、国家主義、権威
主義的な古い教師像が否定されたあとに、戦前の
師範教育で育った教師に代わる新しい教師像が人
間主義、教養主義ということで観念的、抽象的な
次元で、具体的に新しい教師像が示せなかった。
むしろ、教育者は人間的誠実で学問があれば十分
であり、教育学や教授法は、二次的であるという
見方が戦後の教員養成の支配的な見方であったと
津留宏は考える。（7）
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　ここでは、教員養成における教育の科学的知見
や教授・学習の方法の見方を身につける重要性を
認めなかったのである。戦前の国家主義的な教育
体制でも、それとは別の民間の教育運動があった
ことを重視しなければならない。子どもの生活の
現実を直視しながら、子どもの成長をみつめて教
育実践をした教師が少なからずいたのである。そ
の典型のひとつが、綴り方教育の運動や新教育運
動であった。
　さらに、子どもの生活や発達を中心にすえての
私立学校も生まれていった。新教育運動や教育科
学研究会など、教育の科学的な蓄積がされていっ
たのである。この評価は、戦後の民主主義教育の
なかで、新しい教師像の模索として、十分に検討
されないままに、戦前の師範教育批判が前面にだ
された。そこでは、新しい大学における教員養成
のなかでの具体的な目標となる教師像がしめされ
ないままに、師範学校の大学昇格による学芸大
学・学部というリベラル・アーツの構想になった
のである。
　師範学校を大学に昇格していくうえで、戦後民
主主義の教師像が描くことができず、教育の科学
を蓄積してきた多くの実践的な研究者や教育実践
家を教職の専門性の充実ということから、大学に
招き入れることができなかった。
　師範学校の大学昇格は、国民一般の教養を高め
る大学として、教員養成の性格はできるだけ薄め
るというかたちで出発したと考えるのが津留宏の
見方である。教師になるものは、自由な真理探究
の学問を学び、その結果、自主的な判断力と思想
を持って、教師になりたいものは、免許資格の教
職課程のコースをとって教師になっていくとい
う。それは、義務的に教師にさせられた師範教育
とはまったく違うものであるという考え方からで
ある。この意味は非常に大きな前進であったが、
教職の専門が十分に位置づけられていなかったの
である。（8）

　師範学校の大学昇格で教員の資格審査は大きな
問題であった。このことを津留宏は神戸大学の事
例で述べている。神戸大学の場合、171名の定員
をもっていた神戸師範学校は、教育学部に合併さ
れたとき、63名に減らされ、教授に認定されたの

は、たった1名にすぎない。師範時代に教授であっ
たものが、助手になったものもあり、必死になっ
て外部から教授を招いたのである。師範学校から
大学の昇格における教員の意識は、研究水準をあ
げることであり、教員養成は希薄になっていった
という津留宏の見方である。（9）

　戦前の師範学校は、戦後に、一時的にリベラル
アーツ・学芸学部として、地方の教養学部として
の位置をもちながらも1964年から学問集団のもち
にくい課程・学科目制の国立大学の教育学部に編
成された。この教育学部は、国策として教員の目
的養成ということから、一般学部に対して、特殊
な位置をもって展開した。
　1975年頃の神戸大学教育学部では、教員志望で
入ってくる学生は、約6割とみられ、教育を勉強
することは他の道に応用でき、一般教養も身につ
くということから必ずしも教員志望者が入学して
くると限らないと津留宏はみていた。実際に多く
の教員養成系大学・学部の卒業生は、教員以外の
道にかなりの数で進んだのである。
　このことに対して、津留宏は、教育学部の学生
全員が教員になるときめこんだ人たちであった
ら、大学の雰囲気はもっとずっと狭く窮屈になり、
旧師範学校に近いものになることを危惧したので
ある。多様な学生が自由な態度で広い意味の教育
科学を学習しているという現状のほうが改正の趣
旨にもあうのではないかと考えている。このよう
な状況は、どこの国立大学教育学部でも同じで、
教員志望ではなく、教員以外の道を歩む学生が数
多くいたのである。

６�．教員養成における専門性としての教育科学の
役割の重要性

　教育学部は一般学部にはない独自性がある。教
育学部には、広い意味で、教育科学、学校教育・
教職研究ということになる。学校教育の分野で
は、内部での学校経営・学級経営、教科教育研究
ばかりではなく、地域と学校との関係や教育行政
の分野もある。 教育科学は、学校ばかりではなく、
学校以外の地域での社会教育や企業内教育・職業
教育訓練など広く含むものである。教職研究は、
小・中学校の教科の母体となるもろもろの学問・
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技能を広く統合し、これを子どもの発達を理解し
たうえで彼らに教育しうる原理と技能を研究する
ところである。これは、むずかしい専門性ではな
いかと津留宏はみていたが、それをあえて考えた
のであるる。
　学問は分析という方法をとるから、統合という
ことは難しい。細分化したものをふたたび組織
化、構造化、体系化して総合化することは学問領
域として容易ではない。教育学部はどうせそんな
むずかしいことはできないから、ただ教科教育の
研究だけを専門にせよという声もある。それなら
なにも大学にするする必要はなかったのだ。この
ように津留宏は考える。それでも彼は、教育学部
の独自の役割として文化とか人間の概念をもって
学問的に困難な総合性の学問の構築を考えたので
ある。（10）

　教育学部の独自性として、教科教育研究だけを
やっていればよいという考えでは、大学になる必
要性があるのかという津留宏の見方である。彼の
教訓は、師範教育を体験した鋳型にはめた教育を
させられたことからである。
　学問的に困難な総合性をどのように構築してい
くのか。とくに、小学校の教員は、９教科すべて
の科目を担当させられることが条件になってい
る。小学校では、教科専門の担当教員が、理科教
育、音楽教育、図画工作など、さまざまな領域で
活躍している現実をどう評価していくのか。中学
校は、自分の専門教科だけで、授業の担当がある
が、小学校では、担任制による全教科主義が原則
になっている。小学校生という発達段階からどう
考えるのか。

７�．小学校・障がい児教育の専門性と人間力の育
成

　小学校は、子どもの発達段階から、教科の専門
の側面と訓育の側面までも含めて、教師の役割を
どう考えていくのかという大きな課題がある。小
学校と中学校の教師は、教科専門性の内容からみ
れば、学級担任による全教科主義と特定の教科の
みの専門性とその本質が異なっている。ここに
は、津留宏が考える教科の総合という意味あいだ
けではない。小学校では、子どもの発達段階から

の教育学や教育心理学の独自性による専門性がと
くに強く求められる。
　国立大学の教員養成学部の独自性として、津留
宏は、初等教育課程と特殊教育課程（特別支援課
程・障がい児教育）を提案している。この二つの
課程は、異質的であるが、教える内容が総合的で
あるから、教師は専門の教育技法を持つだけでは
なく、その教養も総合的でなければならない素養
が必要としている。教員養成大学は、初等（幼稚
園・小学校）と特殊教育を主とし、中学校・高
校教員の養成を副選考とするように提案してい
る。（11）

　津留宏は、初等教育や障がい児の教育の教員養
成にとって最も大切なことはなにかとの問題提起
である。教育の対象たる人格形成過程というのは、
科学だけでは明らかにされない。医師の専門性と
教師の専門性の本質的な違いは、科学だけではわ
りきれない面があるという。仕事に対する緊張や
結果に対する反省も違ってくる。医師は、命の問
題があり、失敗は歴然としている。教育の失敗は
なかなか気がつかない。
　さらに、教師にとって児童・生徒から信頼され
ていくよい人間関係は大切である。それは、テク
ニックだけに頼っても長続きしない。本質的なも
のは愛情ー信頼関係であり、教職への人間的資質
の基本的適正が必要とするというのが、津留宏の
考えである。
　かれは、その基本的適正として五つあげてい
る。第一は、人間の可能性に期待をもつこと。教
育者はニヒリズムであってはならない。第二に、
自分たちの世代を引き継ぎ、これを発展させる歴
史的使命をもっている子どもに関心が大きいこ
と。これは、感覚的、感傷的な児童愛とは別であ
る。
　第三に、自ら情緒的に安定していること。教師
の情緒不安定は教育の一貫性を乱し、教わる子ど
もも不安定にする。第四は、教えられる者の微妙
な心の動きを認知しうるセンスを持っているこ
と。教育者は荒いセンスで独善や自己満足におち
いっていったら、被教育者と心理的に離れるばか
りである。第五に、人を教えたり世話したりする
ことが嫌いでないこと。教育の仕事は打算を超え
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て相手の成長へ奉仕することである。（12）

　津留宏は、戦前の師範学校での教育を受け、国
立大学の教員養成大学学部の仕事を長年しなが
ら、教育学部の独自性に、初等教育と障がい児教
育の教員養成をみた。以上のように、開放性と大
学における教員養成のなかで、教育学部の独自性
を発揮するための本質を考えたのである。
　テクニックだけにたよっては、よい教師を育て
ることはできない。教職への本質的な適正を大学
における教員養成のなかでどのように育てていく
のか。人間的資質という次元では、学術の府とし
ての大学の教育ということでは直接に結びつくも
のではない。大学では、授業のなかで、人間の可
能性、子ども・青年のもつ歴史の変革的役割、教
育者やリーダのもつ人間性、その心理的安定性、
自己中心性や独善性からの人間的解放、利他主義
的な人間的成長など、青年期のなかでどのように
してそれらを、達成していけるのか。これらの課
題は、教員養成にとって極めて大切な課題である。
　五つの課題は、講義ばかりではなく、サークル
活動、生協活動、自治活動、ボランティア活動、
ゼミナール、教育実地研究など自由な雰囲気のな
かで知的な探求と創造活動を仲間とともに切磋琢
磨していくことが前提になっている。津留宏の提
起する五つの課題は、この大学生活全体のなかで
教職の適性への成長を考えていくことで必要なこ
とである。大学における教員養成において、この
五つの基本的適正をどのように育てようとしたの
か、津留宏の提起について、現代の子どもをめぐ
る状況や社会的要請、未来への展望も含めて教師
のもつ社会的役割から教員養成を深く検討してい
く課題がある。
　教師にとって、大切なことは、子どもが好きで
あることが重要な要件になる。安定的な職業で公
務員で給料も高いということではない。子どもに
愛情が注げる、誠実性、嘘をいわない、人を騙さ
ないという人間力の基礎が求められている。それ
は、自己を絶対化して、集団主義的に操作し、子
どもをマインドコントロールしていくことではな
い。このために大学としてできることは、幅の広
い教養主義の要素を身につけていくことである。
とくに、小学校の児童は、自立精神が未熟であり、

教師の指示、言動の絶対的な側面があるから人権
を尊重した教師の人間力は特別に重要である。
　現在の教員養成大学は、教科専門を中心として
の中学校・高校教員を主としている。津留宏の提
案は、教員養成大学の中学校・高校の教員養成の
学校カリキュラムや指導体制から逆にする見方で
ある。あいまいであった初等教育や障がい児の教
育の教員養成を中心に国立大学の教育学部の役割
を考えたのである。
　教師としての専門性とはなにか。一般教養と学
問的専門を、それぞれの専門学部で身につけられ
るが、教職の専門性は、教員免許主義による単位
取得でできる。教職の免許資格をとっていくこと
によって、教員の専門性を身につけたことになる
のか。それは、あくまでも教員となるための基礎
資格にすぎないのである。
　つまり、教員の免許をとれば、それで、教員の
専門性が身についたものでは決してない。大学に
おける教員養成は、あくまでも教員としての基礎
資格の習得である。教員は、特別に生涯にわたっ
て自学自習の学習とあらゆる機会をとしての自主
研修、官製研修を要求される職業である。教える
内容によって異なるが、常に学問は日進月歩に進
歩している。さらに、社会構造も大きく変化して
いる。
　現在の制度では、初任者研修、免教更新研修、
教員の身分をもっての現職での大学院の入学、専
門職大学院で学ぶなど様々な方法で教師としての
専門性を高めているのである。教員免許取得の課
程の学習は、生涯にわって教師として学べる基礎
的な力をつけてやることである。
　

第二章　教員養成の国際的な常識
　 ―ユネスコ・ILOの教員の地位に関する勧告、

日本への定着の課題―　

1．ユネスコ勧告の時代背景とカラチプラン
　ユネスコ・ILOの教員の地位に関する勧告は、
1966年のユネスコにおける特別政府間の会議に
よって採決されたものである。1960年代は、発展
途上国での初等教育の義務教育化、先進国の後期
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中等教育進学率上昇ということで、初等・中等学
校教育飛躍の画期をつくった時代である。日本で
の高校進学率は、1960年に57.7％であったものが、
1965年70.7%、1970年82.1％、1975年91.9%と推
移している。1960年代には、開発と人的資本とい
う経済論からも初等教育の普及がユネスコの援助
などで進められた時期である。
　アジアの発展途上国からみれば、1960年にパキ
スタンのカラチで開かれたユネスコのアジア地域
における初等義務教育普及の長期計画会議は、極
めて重要な国際会議であった。カラチ・プランで
は、この地域における20 年後の初等義務教育完
全普及をめざしたのである。
　カラチ・プランは、初等教育の目的を識字能力
と基礎的算数能力の形成のレベルを超えた人間的
に生きていく諸能力を考えた。それは、国際理解
と科学的態度をはじめ総合的な能力形成である。
また、人格の調和的発展、労働の尊厳、勤労の経
験を含めての価値ある実践と経験をとおして人生
の準備の教育を提唱していたのである。その内容
は、以下のとおりである。
⒜ 　学習の基本的ツールに充分に熟達させるこ

と。
⒝ 　児童の身体的、知的、社会的、情緒的、美的、

道徳的および精神的欲求に応ずることにより、
児童の人格の調和的発達をもたらすこと。

⒞ 　児童に、良い市民となる準備をさせ、その心
の中に祖国、その伝統およびその文化に対する
愛情を育み、さらに、その心の中に奉仕と忠誠
の念を生み出すこと。

⒟ 　国際理解と幅広い同胞愛の精神を養うこと。
⒠ 　科学的態度を教えること。
⒡ 　労働の尊厳の意識を教えること。
⒢ 　勤労経験を含めて、価値のある実践的活動と

経験を通して、児童に人生に対する準備をさせ
ること。（13）

　ユネスコ・ILO教員地位の勧告は、国際的な動
向をふまえながら、人類的な遺産価値の教育を受
ける権利を基本的人権のひとつと考えた。この意
味から、すべての人びとに適正の教育を与えるこ
とは、国家の責務にしたのである。人権充実の教
育の進歩には、教員の役割があることを明確にし

た。現代社会の発展における不可欠な人材開発は、
教員の貢献がなければ達成することができないと
いう立場である。教育の指導原則として、ユネス
コ・ILOの教育原則は、最初の学年から人権およ
び基本的自由に対する深い尊厳を育てることを目
的としたのである。

２�．ユネスコ・ILO勧告と人類的普遍原理を教育
する教師の役割

　ユネスコ・ILO勧告の教育原則は、人間個性の
全面的発達および共同社会の精神的、道徳的要素
を重視した。さらに、社会的、文化的ならびに経
済的発展を目的としなければならないとした。こ
らの価値を実現していくうえで、平和のために貢
献をすることが大切であると考えた。このために
は、すべての国民の間に、人種的、宗教的集団の
間の相互理解と寛容と友情に対して貢献すること
であるとした。それらは、重要な教育の目標であ
る。このようにユネスコ・ILOの勧告は、提言した。
　まさに、人類的な普遍原理として、教育が平和
に貢献するような目的を明確にする必要性がある
としたのである。教育の進歩は、教員の資格と能
力が求められ、個々の教員の人間的、教育学的、
技術的資質に依存するところが大きい。教員は、
これらの役割にふさわしい地位を保障される必要
がある。
　以上のような基本的な趣旨のもとに、ユネス
コ・ILOは、教員地位勧告をしたのである。教員
の地位は、教育の目的、目標に照らして評価され
る必要があり、教育職に対する正当な社会的尊厳
が重要性をもつというユネスコ・ILOの精神であ
る。
　さらに、教員の仕事は専門職である。この専門
性は、厳しい、継続的な研究を経て獲得され、維
持される。教員は、専門的知識および特別な技術
を要求される公共的業務の一種である。また、責
任をもたされた生徒の教育および福祉に対して、
個人的および共同の責任感を要求するものである
とユネスコ・ILOは述べている。教員のもってい
る専門職性は、生涯にわたって、教員自身が学習
し、子どもの発達状況に即して、具体的に実践し
ながら、研究していくことが求められているので
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ある。
　また、ユネスコ・ILOの勧告は、教員の労働条
件についても重視している。教員の労働条件は、
効果的な学習を最もよく促進し、教員がその職業
的任務に専念することができるようでなければな
らないとしている。教員が専門職として、継続的
に研究し、専門性を維持されていくためには、教
員としての生涯学習ができる環境の条件整備が必
要なのである。多忙な職務におわれるような教員
生活では、専門性が保障されていかないという見
方である。
　
３．教員団体の役割
　ユネスコ・ILO教員地位勧告で、見落としては
ならないことは、教員団体の役割である。教員団
体は、教育の進歩に大きく寄与し、教育政策の決
定に関与する努力として認めなければならいと強
調している。
　教員団体は、教育の進歩と密接不可分である。
教員の専門職性に、職業上の自由として、学問の
自由を享受すべきであると。教員は、生徒に最も
適した教材および方法を判断するための特別の資
格を認められたものである。教員は、承認された
計画の枠内で教育当局の援助をうけて教材の選択
と採用、教科書の選択、教育方法の適用などにつ
いて不可分な役割を与えられるべきであると。職
業の自由は、子どもの現実に即して、教員は最も
ふさわしい教材や教育方法を自己の専門職性から
判断することが求められている。
　教員と教員団体は、新しい課程、新しい教科書、
新しい教具の開発に参加しなければならない。一
切の視学、あるいは監督制度は、教員がその専門
職としての任務を果たすのを励まし、援助するよ
うに計画されるものでなければならず、教員の自
由、創造性、責任感をそこなうようなももので
あってはならないと勧告している。
　教員団体は、積極的に新しい課程、新しい教科
書、新しい教具の開発の参加を求められている。
学校現場の視学や監督制度は、教員が、専門職と
しての任務を果たせるように励まし、援助するこ
とを強調しているのである。それが、既存プログ
ラムを絶対化し、特定の教育方法を職務命令的に

管理するものであってはならないのである。
　学校の子どもの発達保障の実践は、教育の自由、
創造性を損なって、責任感倫理それ自身も失われ
ていくことになる。子どもの生活現実や発達状況
を直視した教育実践は、教育の目標の共通理解を
前提にして、それぞれの教師の徳性をいかしなが
ら、教師間の協働事業として発揮されていくもの
である。つまり、責任感倫理は、自主性、自発性
が基礎になって形成されていくものであり、上か
ら押しつけられて生まれていくものではない。

４．教師教育の国際動向における現職教育の重視
　教師教育研究の国際化を論じる今津孝次郎は、
OECDの教育研究開発センターの教師教育の方法
を探る実践的な教育調査プロジェクトの展開のな
かで、二つの論点を提起している。それは、教育
研究の基礎をあくまでも勤務学校に焦点を当てて
現職教育を行うことの有効性である。もうひとつ
は、現職教育の内容が学校組織と教師集団の要求
のせめぎあいであるとしている。現職教育は、職
業的発達として成人学習としてとらえることか
ら、教師のニーズから出発するプログラムから出
発することが大切としている。（14）

　今津孝次郎は、教師専門性の捉え方として、教
師個人が身につけている知識や技術、態度に求め
る教師個人モデルの見方と、生徒関係を中心とし
て、同僚教師と連携して授業をはじめとする身近
な教育課題を解決していくという学校教育改善モ
デルの見方と二つあるとしている。後者のモデル
は、教室に閉じこもって孤立しやすい性格をもっ
ており、この性格は教師の成長発達にとって弊害
となるという。
　現代の学校が困難を抱えている現状では、同じ
勤務学校において教師が同僚教員間連携を果たし
ながら、それらの問題を認識して、解決策を練り
あげて実践していくことが大切としている。一連
の自省的で探求的に教師集団としてとりくむこと
が教師の専門性として要求されているというの
が、今津孝次郎の考えである。（15）

　同僚教員間連携、自省、探求の考えは、大学に
おける教員養成にとっても必要としている。教員
養成では、仲間と共同で研究作業をおこなうスタ
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イルを、あらゆる学習活動に取り入れること。対
人関係コミュニケーションの学習、教材開発を共
同のテーマとしての実地研究のプロジェクトにと
りくむチーム学習作業が必要とする。この際に、
指導教官はできるだけ学生の自主性にまかせて、
助言程度にすることが重要であるとしている。養
成段階から仲間、同僚とともに探求し、自省し、
課題の実践をしていくことが求められているとい
うのである。
　さらに、今津は、教員養成に次のようなことを
強調する。自省的に探求する教師教育には、同僚
教師の授業実践の型にはまった見習い訓練的目的
から脱却する必要がある。学校外部のさまざまな
人的資源と協働して教育実践を検討する視点や技
術を学ぶ方法が求められている。
　教育実習の記録も日誌を書くということだけで
はなく、記録を基に事実分析や事実の背後に存在
する意味を気づき、問題を発見するような洞察力
を獲得することが肝要であるとしている。教育実
習中の経験を個別の経験だけに終わらせない、経
験の意味の一般的理論的検討を大学教育のなかで
フォローアップことが求められる。以上が、今津
の大学における教員養成の力点である。（16）

　教師の現職教育と職能開発としてOECD加盟国
の８ヶ国について事例比較調査報告書を2001年に
出版している。この報告書では、教師の職能開発
と教育政策をよりいっそう結びつけようとした試
みで、ここ20年にOECD加盟国で行われている。
教師の職能開発は、学校開発戦略とつながりを深
めるようになった。
　教師の職業の活力を維持するためには、質量と
も現職の研修を強化しなければならない。教師の
職能開発によって、教育の改革をおしすすめるこ
とを意図したものであれば、学習に係わるすべて
の関係者の間に積極的な協力関係を生み出すよう
なことが必要であるというOECDの教師における
職能開発の見方である。
　さらに、教師が子ども達に教える仕事の内容
は、教員養成や初期研修の段階では身につくもの
ではなく、現職での研修と職能開発を継続的に生
涯学習として続けることによって維持されていく
ものであるというOECDの考えである。それは、

教師個人の職能開発から学校全体の開発方法に移
り変わっている。これは、地方分権が進み、学校
が独自に求めるところを決定する責任を負うよう
になってきたためであるとOECDの報告書は指摘
している。（17）

　このOECD報告書では、ドイツ、スイス、ルク
センブルクなど、教師の職能開発で最も大切なこ
との問題提起である。それは、教科の知識ととも
に、生徒の社会的ニーズに応えられるように教科
の枠を超えた教育法の方向へと指針を定め直して
いる。日本は、厳格な国家制度で教育水準を維持
しているが、多様性と創造性が欠如していること
が最大の問題であるというOECDの報告である。
若い人が過度で厳格な環境で教育されると、必要
とされる柔軟性を身につけられないとしている。
　仕事や大人の社会に入れば、人間関係を良く
し、問題を解決し、効果的にコミュニケーション
を取る柔軟な発想が必要になる。こうした能力
は、技術的・教科的知識と同様に重要になってく
る。スイスの教師はチームで協力して教えるとい
う新しい役割を学ぶようにしている。ドイツも同
様である。（18）

　さらに、子どもたちにとってよい生活状態をつ
くりだすための学校の教師集団の役割をOECDは
重視している。学校は、生徒の知的発達から、社
会的、道徳的発達にいたるまで幅広い任務を負っ
ている。どこからどこまでが職務であるかという
ことについて、一般的な合意はない。
　しかし、今日の若者は思春期や青年期に抱える
重大な社会病理現象が少なからず現われている。
このために、社会は学校に道徳的な価値を教える
役割求め、その指導力をますます強く望むように
なった。学校でも生徒たちがよい生活状態になら
なければ教育機能は麻痺してしまうというOECD
の警告である。日本では行政主導で、特にストレ
スと暴力を減らして学校の環境を変えることを最
優先課題にする必要性を強調している。
　日本の教育問題は、過当競争の教育制度にあ
り、その問題の根本原因に取り組むことを求めて
いる。教師を過当競争の症状に対処できるように
訓練することではないと厳しい指摘をOECDはし
ている。
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　OECDでは、教師の職業上訓練不足傾向とし
て、保護者と新しい種類の関わりのためにかなり
の時間を割くように求められることが多いが、こ
の新しい教師の役割に訓練されているとは限らな
い。多くの国で保護者との協力関係が拡がり、保
護者が参加していく学校運営理事会も拡がってい
るが、それに対応した教師教育が行われていると
はいえないというOECDの見方である。（19）

　教師は、保護者との関係をどのようにもってい
くのか。とくに、保護者は、子どもに対して様々
な将来の希望をもち、子ども観や教育に対する見
方も多様である。さらに、経済的に格差もあり、
家庭の状況も様々である。保護者の立場を理解
し、個々の子どもの将来や発達の状況を共有して
いくには、教師の幅広い人間力をもった社会的な
力量が試されている。
　学校の教職員は、共同の力で、保護者ばかりで
はなく、地域や企業との関係をもって、学校の運
営を父母や地域住民の参加型にしていくことが求
められる。また、その関係を地域での集団的な力
量にしていく課題も大切である。それは、校長に
よる管理主義的な上意下達的な職務命令方式では
全く機能不全に陥る。また、授業に地域や企業の
人びとが参加してもらうためには、コーディネー
ター的役割を教師は果たさなければならない。こ
のような職業上の力量は、教員養成段階ではもち
ろんこと、教員の研修のなかでも極めて不足して
いることである。
　科学技術が強大な力をもち、雇用形態が多様化
し、家庭と地域社会の価値観が不安定な世紀が現
代である。このような時代に、学校教育に問いか
ける社会的要請は、今後益々大きくなると予想さ
れる。教師の職能開発も今後の公共政策でも優
先される課題になるとOECDは、問題提起してい
る。研修の財源を増やすためでは問題の解決にな
らない。一貫した包括的で調和のとれた政策が求
められる。
　教師の専門職の文化が強くなるなかで、教師の
生涯学習という視点からの職能開発の時代であ
る。教師の直面する課題が大きくなることによ
り、生涯学習の概念から教師の職能教育が求めら
れる。良い教師はよい学習者である。以上のよう

に、現職教育を基礎にしての生涯学習による教師
の職能開発をOECDは提言する。（20）

　また、教科のための最新知識は大学の講座で求
めることができる。しかし、教師の考え方や教授
法は客観的知識を扱う講座ではできない。従っ
て、この生涯学習は、学校現場主導で日常業務に
おいて実践し普及させることのできる権限をもっ
ている場で行うことが求められている。それは、
個人的にどのように学習するというのではなく、
集団的にどのように学習するかについて合意して
いくかが大切であるとしている。（21）

　　
５．ユネスコ・ILOの求める教員養成教育
　教員養成についてユネスコ・ILO教員の地位勧
告では、学生に次のような内容を求めている。
　「学生一人ひとりが、一般教育および個人的教
養、他人を教える能力、国の内外を問わず良い人
間関係の基礎をなす原則の理解、および、社会、
文化、経済の進歩に、授業を通して、また自らの
実践を通して貢献するという責任感を発展させる
ものでなければならない」。そして、授業科目は、

（1）一般教養科目、（2）教育に応用される哲学・
心理学・社会学・教育および比較教育の理論と歴
史・実験教育学・教育行政および各種教科の教授
法等の科目の重要点に関する学習。（3）その学生
が教えようとする分野に関する科目。（4）十分に
資格ある教員の指導のもとでの授業および課外活
動の実習。以上の4つの領域内容を提示してい
る。
　教師になるためには、一般教育および個人的教
養を求め、人権を尊重し、相互の理解と寛容と友
情の精神、広く民主主義的な人間性を形成してい
くうえで、教養の重要性を指摘している。
　そして、社会、文化、経済に貢献するという責
任感の形成が大切としている。この責任感は、大
きく教師のもつ社会的な使命に求められる。当面
の授業や教育実践が、それらに結びついていくと
いう自覚を常にもって教え、学ぶ課題を探求し、
ときには、反省していけるような基礎的な素養が
教員養成に求められているという提言である。
　これらは、なにによって獲得されていくのであ
るか。教育に応用される哲学・心理学・社会学・
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教育および比較教育の理論と歴史などの高等教育
機関での授業で身についていくのであろうか。青
年期の社会的自立と責任観形成は、教員養成ばか
りではなく、高等教育の大きな課題でもある。こ
とさら、教員養成には、教育のもつ社会的役割の
大きさから責任感の形成は、人間の尊厳と子ど
も・青年の発達に対する責任性という意味からも
特別に重要な意味をもっている。
　教員養成機関の教員は、高等教育と同等のレベ
ルで、その専門について教える資格をもたねばな
らないというのがユネスコ・ILOの教員地位の勧
告である。日本の戦前の師範学校は、高等教育機
関ではなかった。その内容も最新の科学的な成果
を知りうる高等教育の内容を備えたものではな
く、真理探求の場で教育を受けるものではなかっ
た。そこでは、教師としての職人的な職業訓練的
な機関の性格が強かった。
　教員養成機関は、教育および教科の教授法研究
および実験的試みを大切にしている。教員養成機
関にそれらの研究施設を設けること、および教員
と学生による研究活動を通じて研究を促進されな
ければならないとしている。教員養成養成にたず
さわる全教員は、関係分野における研究成果を学
生に伝達するように努力しなければならないとユ
ネスコ・ILOは勧告している。
　教員養成機関は、教育や教科の教授法研究や実
験を学生とともに促進していくことをうたってい
るが、日本では、実際に難しい状況がある。日本
では、徒弟的な職人的な訓練に陥りやすい側面を
もっている。教師の職業的なマイナスに陥りがち
な側面は、学級王国的な世界である。教師は、個
人主義的な対応からの職人的教育技能になりや
すい。教員養成機関の教員と教育現場の教師と
は、科学的な共同研究の取組も難しいのが現実で
ある。教員養成機関に現場から赴任した実務教員
によって教育現場と大学とのつながりがみられる
が、それは、実践的に学校現場に即しての教育と
研究を進めていくうえで大きな役割を果たす。こ
の役割を果たすために、大切なことは、学校現場
から大学に赴任した教員が、大学内の研究者と共
同研究の姿勢をもつことが極めて大切である。し
かし、学校現場の弱点である同僚や上司と部下と

の関係で閉鎖的になりやすい側面もある。そこで
は、専門的に教育学を研究するものに対して排他
的になりやすい側面をもつことがあってはならな
いのである。
　ユネスコ・ILOの勧告では、教育学や教科の担
当教員は、学校での授業経験をもたなければなら
ないとしている。そして可能なところでは学校で
の授業義務を補うことによって定期的にこの経験
が再強化されなければならないと提言している。
この提言は、教育現場の鋳型にはめた職人的な教
育技術の克服に大きな役割を果たす。教育学や教
科教育担当の教員が積極的に学校現場で学び、実
践的な研究をしていく可能性ができるからであ
る。
　教育科学は、子どもの発達、人間の発達を研究
する実践的な過程をとおして、その変化を分析し
ていく学問である。大学教員の学校での授業体験
は、自らが授業することによって、実際の子ども
の認知発達状況、情操の発達、身体の発達、技
能・技術の発達、心の発達、カリキュラムの問題
点、地域教材の組み立てなどを実践的に研究的態
度でつかむことができるのである。

　
第三章　�新たな時代に向けた教員養成と

教員免許
1．大学における教員養成と教職の専門教育
　1986年4月に臨時教育審議会の第2次答申で
は、学校教育の荒廃の現状を問題にした。そし
て、学校や教師の社会的な不信を強調して、教員
の資質向上を提言したのである。大学における教
員養成は、実践的指導力の基礎の修得を任務と
し、実践的指導力は、初任者研修や現職研修を必
要とした。実践的指導力は、採用後の教育訓練に
求めたのである。
　実践的指導力の基礎とは、どのような内容に
なってくるのであろうか。大学における教員養成
の原則から、その内容をどのように考えていくべ
きであろうか。このことについて、教員養成史を
研究する山田昇は、次のように述べている。
　「大学における教員養成の意味は、学術的基礎
と市民的教養を前提に、教育に関する基本的認識
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と教育観の形成を含む、総体としての大学教育の
結果として、教員となり得る基礎を行うことであ
る。そして、教員となって子どもの成長発達をと
りまく環境の変化や子ども自身の身心における成
長発達状況変化に即して、臨機に創意的に教育実
践を展開しうる基礎的力を身につけさせることで
ある。
　教員にとってのもっとも基本的な職責は、科学
や芸術の基礎的な知識技能を、個々の子どもの成
長発達に即して授け育てるという仕事であり、そ
れを通じてすべての子どもの人格を発達さること
である。教員養成の基礎教育は、このような教師
の職責を果たしうるように、職域において自己啓
発を遂げる人間を育てる必要がある。したがって、
大学における教員養成は、必ずしも教員としての
実践的指導力の基礎ではなく、広義の実践力の基
礎を培うものである」。（22）

　このように、山田昇は、実践的指導力の基礎を、
教育技術的な教員の職業的実践的指導力の基礎と
いう意味を広く、教師としての職責を果たし得る
には、すべての子どもに科学や芸術の知識技能を
修得させ、人格を発達させるために、成長発達の
状況を判断できるような基礎的な能力を身につけ
ていくことであり、広い意味での実践力の基礎を
強調しているのである。大学での教職課程は、こ
の広い意味での実践力を身につけていくためにカ
リキュラムが設定されているのである。教育実習
は、実践的指導力の基礎を、学校の現場に行って
実地研究していくものである。
　学生自身が職業選択のひとつの過程として、教
職課程における実習の位置づけがあり、当然なが
ら、教育実習への条件に、最低必要な単位履修が
課せられているのである。この問題があいまいに
されて、教育実習が大学のなかで積み重ねなしに
自由に選択できる科目であるという幻想を学生に
もたせてならないことはいうまでもない。
　臨時教育審議会第2次答申は、児童生徒の問題
行動の状況から生徒指導の必修化を大学における
教員養成に求めた。さらに、国際化・情報化への
対応、履修方法の柔軟化、教員養成担当者のなか
に現職教員の体験者の活用を提言したのである。
　山田昇は、実地指導、教科教育、教育実習の一

部には、現職教員の導入の大切さを求めながら
も、教員養成は教科専門、芸術系の専門など多様
な専門の教員が総合的に配属され、教員養成担当
の教員全員が現職経験を有することが基本的条件
ではないと次のようにのべている。
　「教育科学の立場から、必要に応じて現場経験
を有する者がその役割を果たすことは重要である
が、教員養成の仕事はきわめて総合的性格をも
ち、多様な学問芸術の教育を含むものであり、
小・中・高等学校の教育経験者を有することは教
員養成担当の教員の基本的条件とはならない。む
しろ、多様な専門的な研究者が、教育と教職につ
いて高度な見識をもった人材であることが求めら
れる」。
　大学における教員養成の改善の努力は、社会的
文化的環境の著しい変化のなかで、学校教育は、
それに対応できずに、過度の学力競争によって人
格的ゆがみを助長させ、子どもの成長発達の危機
的な状況になっている。この現状で、教員の資質
向上、教員養成に対する大学の国民的な期待は高
まっている。
　1984年に国立大学協会は、「大学における教員
養成ー教員養成制度充実のための課題」をまとめ
た。そこでは、大学の自主的な教育内容の改善、
教職課程および教育実習の実施運営に関する十分
な条件整備、教育系大学・学部と一般大学・学部
における教員養成は原則的に区別されるものでは
ないとした。学部の組織・機構より生ずる実体的
な差異を認識して、それぞれ改善するべきである
と。
　全国私立大学教職課程研究連絡協議会は、大学
における教師教育の基本的課題として、1982年
に「教師教育の目的、内容、方法、制度政策等の
全体的にかかわる教育学の研究および教育刷新」
1983年に「教師教育の改善について、私立大学の
立場から」教師教育教育の内実を創るべき大学の
責任への自覚を深め、大学の自主性と主体性にお
いて改善改革の方途を探求し実行に移すことが肝
要」と論じた。これらの提言は、日本の教員養成
史の研究者である山田昇のまとめ的な方向性を
もっての強調である。（23）

　以上のように、一般大学での教職課程をもつ大
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学では、開放性の原則を強く維持していくことを
求め、教師教育の内実を充実していくような提言
がされているのである。

２�．国立大学の教育系学部の構造と小学校教員養
成問題

　鹿児島大学に長らく在職していた岡本洋三は、
大学における教員養成を考える前提として、大学
教育論から考えていく必要があるとしている。そ
れは、教育学部が教員養成という目的から学科目
の設置理由があるだけで、学問研究を制度的に位
置づける根拠がないとしている。そこでは、学部
の研究の構成部分に関与することもなければ、発
達を保障すべき責任もない、無政府的自由の状況
であるとしている。
　大学教育は、学生の意欲・能力を自主的に発展
させる教育環境のもとに大学全体の学問的雰囲
気、学問への努力を当然とする社会的規範や学生
の自主的学習の存在と活動、研究者教員と学生の
学問的共同体の日常的な教育力、そして、教育課
程全体の学問的体系による教育力であるとしてい
る。
　大学教育は学生の学習の自由と主体的意欲を必
須の前提として成り立つ。従って、知識・技術の
伝授は大切であるが、それは研究的活動や学問方
法の学びと不可分なものである。今日の学生の学
習目的・学習意欲・問題意識の欠如あるいは希薄
さから、それをどう引き出すかという教育方法上
の工夫は必要である。それは、きわめて困難な課
題であるが、学問・研究への関心・興味を呼び起
こす以外にはないと岡本洋三は力説する。（24）

　さらに、岡本洋三は、教育学部の教員養成の職
業機関化を批判し、研究を制度的に保障していく
ことを提言したのである。それは、教員養成の目
的化によって、教育の国家統制を強める意図があ
るからであると。岡本は、教育学部の独自の研究
と教育として、教育事象、教育問題の総合的、学
際的な研究の必要性を強調する。
　教育学部が教員養成の仕事をひきうけるかぎ
り、学部の研究と教育の一体性の原則から、学部
の学問研究活動の全体においても、教員養成と
のかかわりを無視できない。現在の大学、学問的

構成から「教育」に関する研究を任務とする学
部が必要であり、その教育と研究は今日の「教育
問題」のひろがりとその構造からみて、いわゆる
従来の「教育学」にとどまらず、多角的な解明と
その研究成果の総合が求められていることから、

「教育事象」あるいは「教育問題」に対する総合
的、学際的な研究としてすすめられる必要があ
る。（25）

　以上の考えから岡本は、教育学部の目的をみ
る。教育学部は、社会現象・社会的実践としての
教育を研究対象とし、その教育にかかわる学芸の
研究と教育によって、構成される学部であり、教
育問題についての学部である特質をもっている。
この学部に学ぶ学生は、よせ集めではなく、系統
性をもっての総合的な観点から教育問題について
科学的認識を獲得することによって教職につくた
めの基礎的学力を身につけるであろうと。とく
に、小学校課程の学生は、あまりにも学習が分散
していて、学習の共通性ができにくく、学ぶため
の集団の制約がある。小学校課程の学生は、教員
の学習指導体制も弱いのである。
　このように、教育の総合的な研究の学部として
自己規程することによって、学問的なまとまりと
系統性によって学生を教育していくことができる
としている。教育内容をできるだけまとまったも
のにして、学生に自学の条件をつくるため、通年
制の講義、卒業単位の大幅引き上げなどの改革案
をあげている。岡本は、教育事象の学問研究に
よって、教職につく基礎力を養うという見方であ
る。ここでは、職業的な教育技量以上に、教育現
象の科学的な研究過程に学生集団が自由に創造性
をもって参画していくことによって、教員の養成
がされていくという見方である。（26）

　岡本は、教育の総合的研究をめざす教育学部の
教育課程の編成の観点は、1．教育・人間の発達
などの教育科学部門、2．人間と教育の関係に学
問的関心をもつ学芸部門、3．学芸と教育の結び
つきを教育実践を軸に探求する部門と、三つの分
野を設定する。
　この教育課程の編成で留意すべきこととして、
1．学問的なまとまりのある学習を与えることと
同時に、教育学部の学問的共有性をつくること。
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2．学生の学習集団として学習内容の共通性・学
習生活の共同性のためにいくつかの受講類型を準
備する。この際に教員免許の種別のグルーピング
や機械的なクラス制はとらない。3．教員免許と
学部の教育課程は明確に区別し、免許法の規制で
教育課程の制約をしない。このように三つの留意
すべきことを提案していたのである。
　さらに、学生の自主性を十分に尊重した専攻選
択のための指導を強調している。学生が自主的に
学習を深めていくことを保障するプロゼミを一年
前期に設け、そこで学部教育の展望を与えるとと
もに、学部の専門教育とのかかわりを考えながら
教養課程を学べるように指導する。二年前期は、
教育実地観察を含んだ教育研究の基礎指導のゼミ
を設け、教育の実際にふれながら自己決定の専攻
を決定することができるようにする。教育の基本
課題をつかませる基礎的で問題発見的な教育を行
うことで学生各自が自主的に専攻分野を選択でき
るように、専攻領域の全体を見通せるように指導
をする。（27）

　小学校教員養成は、全教科担当を原則とする学
級担任制であるから、特定の学問領域に限定され
ない広い内容をもっているということで、学科に
なじまないという課程制を合理化する議論に、岡
本は、小学校教育という具体的な教育研究の領域
が設定できないわけではないと反論している。医
学部の場合のように、大きさや広がりの問題が
あってもひとつの学科として構成されている。（28）

　免許法の規定によって、どこの大学のカリキュ
ラム構造には差異がない。これは、小学校教員の
能力資質の理論的探究を怠ってきた面があるので
はないかという岡本の提起である。小学校の教師
像、教職観を深めていく必要がある。（29）

　岡本は、教職の専門性論は、一般的に承認され
ているが、専門職養成としての制度的条件は欠け
ているとみている。教職自体も決して専門職とし
て社会的に確立していない。教職の専門性論は依
然として運動論的課題である。職業的教養・技術
の専門性が学問的裏付けをもち、その学問を専門
的に学ぶことによって獲得される関係が教職の場
合に事実として認められるか。
　専門職論は、教職のなかにあれこれの学問的教

養の必要性や専門的技術性を見いだし、いくら拾
いあげても、そのような論の展開では、専門職と
して不十分であり、問題は、それがどのような学
問的構造であるか、体系性をもちうるかである。
以上が教職の専門性が確立していないという岡本
洋三の考えである。（30）

　向山浩子は「教職の専門性ー教員養成改革論の
再検討」の著書のなかで、国民教育の教師養成と
いう視点から、専門資格の公証としての教員免教
を位置づける。それは、教育行政と識別される根
拠であり、教育の非権力的性質につながる教育の
専門的作用を制度的に表現したものであるとみ
る。つまり、個人としても職業集団としてもその
職務遂行にあたって自主的な判断と技術を行使す
る自立性が求められているとみる。
　教師の資格が公証されている根拠は、学校教育
というものが公の性質を有していることである。
教師は、国民全体に直接責任をもって教育をして
いくという使命をもっているために、その教育的
力量が要求されているのである。この意味から憲
法必修が教員養成の教養に位置づけられていく
と、向山は指摘している。1973年に教育職員免許
法の施行規則改正によって、一般教養の日本国憲
法の科目必修が削除された。（31）

　向山は、「国民教育のための教員養成教育の内
容づくりは、本質的に国民の手で国民の考えで国
民のために行われる国民教育内容づくりの確立の
度合いに依存するのではないか」と述べ、1960年
代の教育研究運動を、その作業として高く評価し
ている。（32）

  向山は、教員養成論において、小学校教員養成
の内容論までも含めて課題にすることは、重要で
あるとして、小学校教員養成カリキュラムにおけ
るピーク制と教職の専門性を論じている。ピーク
制は小学校課程の学生に一般教養や教職教養とは
別枠で各教科に関して核を設けて、その一つを専
門的に探求させるという趣旨で普及しつつあると
向山はみている。国立教育系の35大学調査（昭和
51年度の学生便覧・履修手引きより）のうち7大
学が非採用である。ピーク制は、例えば、社会科
の場合、中学校課程の社会科専門専門科目から選
択させている。小学校課程の社会科ピークは、多
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くの場合、この中学校課程の共通必修科目に依拠
して修得させている。このピーク制は、「現実的
な制限の中で限界はありえながら、その運用いか
んによっては、教師の教養論におけるアカデミズ
ムの立場が主張してきた理念を追求できる可能性
を有する制度ということができるはずである」と
向山は評価している。（33）

　この見方は小学校課程の学生も、教科の専門を
深く学び、その専門性を身につけていくという面
では正しいが、中学校の免許をとるための単位取
得ということで、免許法に規程された中学校の科
目を取得するという免許主義にしばられた側面が
あることを見落としてはならない。
　それは決して自分の学問的な興味関心に応じて
深く学ぶものではない。複数免許取得のために、
単位とりにおわれていくのが現実である。学校教
育にある教科のみが学問の専門ではないことはい
うまでもない。
　教育学部でしかない学問の専門性は、教育学や
教育心理学、障がい児教育論である。国立総合大
学での博士課程をもつ大学院では、教育学や教育
心理学、障がい児教育論のコースがどこでも存在
しているのである。その学問的蓄積もあり、その
学問的な歴史も国際的にある。教授・学習論や学
習科学などをはじめ教科教育の領域も重要な学問
分野であるが、教育学はそれだけではないのであ
る。
　小学校課程で学ぶ学生がピーク制や中学校課程
と同じように教科専門の学科として所属している
ことは、特定の教科を深く学習していくことで大
切なことであるが、それだけでは、教員養成の開
放性で独自性を発揮するのには、十分ではない。
免許主義的には複数の免許をとれるということ
で、専門の学問を究めていくという独自性では他
の学部に比して不十分である。それぞれの教科教
育についても一般大学でも講義され、単位は取得
できるのである。教育教育の領域もこれらのなか
で位置づけていく必要がある。
　　
３�．国立大学教育大学・学部における大学院の問
題

　ところで、国立大学教育系の大学院の設置は、

大学における教員養成の充実ということから、大
きな課題であった。大学院の設置によって、より
教育の総合的研究の充実がはかられるという期待
があった。しかし、学問的自由の保障から大学の
自主性をもって教育の総合的研究の大学院設置を
していくということよりも、免許制に制約され
て、画一化された側面が強かった。
　また、教科教育の学問的な遅れなど教育系大学
院修士課程設置には、さまざまな問題があったの
である。とくに、設置における教科教育の学問の
審査では、明確な基準がないまま、かなり政治的
な折衝になった側面があった。この問題について、
山田昇は、次のように指摘している。
　「大学院設置をめぐって教育大学・学部のあり
方が画一化された面があったことは否定できな
い。しかも、教科教育については、学問的な蓄積
が乏しく、何を以て優れた教科教育の業績と見る
かという点では、まだまだ明確な基準がなかっ
た。それだけに、教科教育の研究を充実させる必
要があったことは否定できないが、放置していて
も充実されないということから形式的に教科教育
スタッフの充足を求めたところがなかったとはい
えない。結局、大学院設置が認可されるかどうか
は、かなり政治的折衝の問題になってしまうとい
うことがなかったとはいえない。そういう意味で
は、今日までにつくられた教員養成系の大学院に
ついてもいろいろな問題があり、教科教育につい
ての学問のあり方や教育大学・学部における専門
の位置や専門と教科教育の連携のあり方につい
て、今後もなお引き続いての十分な検討がまたれ
ている」。（34）

　国立大学の教育系の大学院設置において、教科
教育については、学問的蓄積が乏しく、何を基準
にしてして業績としてみるのかという基準があい
まいで、大学院の設置認可の実際は政治的な折衝
の問題になってしまったと山田昇の指摘である。
教科教育の担当者は、教育委員会や学校教育の現
場との関係も強く、学問的な側面よりも政治的折
衝が強く働いたとしている。その後、教科教育の
大学教員の配置では、学問的な論理ではない次元
から、学校現場との閉鎖的な集団をつくり、学部
運営におけるさまざまなトラブルのもとになった
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のである。これは、附属学校の教員をも巻き込ん
だものになった。
　今日では、博士課程をもつ教育系大学院におい
ては、教授・学習論、学習科学、教育方法、教育
課程の蓄積がされて、教科教育系で博士号を取得
する若手教員が増えている。また、それぞれの学
問分野で活躍する第一線の研究者が学校教育や子
どもとの関係をもちながら、教育現場の教師と共
同研究しながら教育実践に参加しているのも近年
の特徴である。しかし、依然として、教育の科学
的な研究の重要性という大学の論理よりも、鋳型
にはめた教育技術の優先があるなかで、学校現場
や教育委員会との政治的折衝的発想も消えていな
い。大学と学校現場の連携が、教育の社会現象や
教育問題、教授・学習論・子どもの発達の問題な
どの共同研究というよりも教育技術に傾斜して、
教育実習などで、学校現場や教育委員会が学生を
人質に鋳型にはめた教育技術を強制していくこと
も否定できない。連携と協働は、お互いの役割と
立場を尊重してこそ意味があるのである。
　大学における教員養成ということから、学校現
場や子どもの発達の現実に即して、実践的に研究
していける教科教育研究者の養成が強く求められ
ている。
　戦後しばらくの間、教員養成では、教科専門性
との関係で、それぞれの専門的科目をいかに教え
ていくのかということで、教科教育が位置づけら
れてきた。そこでは、教科教育の研究の独自構造
からではなかった。それぞれの教科の専門を担当
する大学教員や現職の小学校・中学校の教員を大
学の教科教育の専任にするなどした。教育方法論
や教授・学習論から専門的な研究者を配属するの
はごくまれであった。教科教育は、教授・学習論
の教育学的学問研究よりも、教え込みのトレーニ
ング方法や体験的な教育技術的の蓄積を重視する
傾向になっていったのである。
　1979年の「教員養成大学に設置される大学院に
関する審査内容」については、既存の教育系大学
の大学院設置に学校教育専攻の数を増やし、複数
の教科を含む専攻を設けることができる配慮もし
た。学校教育専攻では、教育学（教育史）、教育
心理学、発達心理学、学校経営、教育社会学、教

育内容・方法論、道徳教育等の指導教授資格を有
する人の配属要件であった。各教科専門の専攻で
は、教科専門の3から5の分野と教科教育を指導
教授の配属を必要要件にしたのである。
　大学における教員養成は、教育系大学の大学院
設置によって、従前の課程・学科制から大講座制
にかわった。
　
４�．教員養成における発達論と教育学、教授・学
習論を学ぶ意義

　教員養成において子どもの発達や教授・学習論
などの教育の科学を学ぶことは大切な課題であ
る。この課題を抜きにして、教育技術のトレーニ
ングをするだけでは、経験主義的養成になり、子
どもの発達の側面からみるならば重大な誤りを起
こすことがある。
　現代における子どもの発達と教育学の課題とし
て、教育学者の堀尾輝久は総合的人間学としての
教育学をつぎのように述べている。
　「人間は、その誕生から死にいたるまでの全生
涯を通して変化する存在である。その全過程を発
達の過程としてとらえ、その上で、とりわけ幼年
期から青年期にかけての心身の能力と人格の発達
のすじ道を明らかにし、各人が個性を開花し、新
しい社会と文化の担い手となりうるための教育的
働きの内実を明らかにしていくことが教育学の重
要な任務だといえよう。
　その過程での発達の段階とその特徴、教育的働
きと発達の相互に規程しあう関係、やがてその上
に個性の開花を準備する基礎的学力をどのように
身につけさせるか、どうすれば子ども・青年が自
然科学と民主的社会観を形成していくことができ
るか、感情・認識・人格の発達はどのように支え
合っているのか、どうすれば彼らが生きる目標と
意欲をもち、その人生を自ら選びながら生きてい
く技術をわがものとすることができるのか、その
学力を生きる力へとどう転轍できるのか、教養と
人格の統一はどうすれば可能となるのか。これら
は、いずれも重要かつ困難な問題であり、それは
実践的課題であるがゆえに、研究課題でもある。
これらの課題にとりくむためには、発達と教育の
弁証法をふまえ、子どもの人格をその内面を通し
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てトータルにつかむ方法をわがものとしなければ
ならない」。（35）

　堀尾は、基礎的学力と人格の発達の支え合いは
どうなっているのか。学力が生きる力にどう変化
し寄与していくのか。教養と人格の統一形成は、
どうすれば可能であるのかと子どもの発達を実践
的に研究する重要性を指摘しているのである。教
育は広く、知育と訓育という二つの分野に分けら
れ、それぞれの発達と教育の関係、相互の関係に
ついて矛盾があることが問われていると。さら
に、堀尾は、訓育の側面を重視する側面から次の
ように、指摘している。
　「広く教育は、知育と訓育に分けられる場合が
多い。私たちは、この二つのカテゴリーに即し
て、それぞれの発達と教育の関係、および相互の
関係を問わねばならない。とりわけ、今日、学力
と人格の分裂が問題とされている折、知育による
学力の形成と人格発達とは、時に矛盾する二つの
過程であるが、しかし、同時にそこには、相補的
な関係があることも確かである。訓育ないし道徳
性・社会性の教育の領域では、発達と教育的働き
かけの関係はどう考えられるであろうか。また感
情や意欲や自主性の発達と教育的働きの関係はど
う考えるのであろうか。この領域では、伝統的に
は、子どもの発達や興味を無視して鞭を使っての
押しつけや教化がおこなわれたし、他方で逆に失
敗は成功のもとといわれ、体験しなければ身につ
かないといわれ続けてきた。そして、今日でもな
お社会通念のレベルでは、権威主義と経験主義の
両極にゆれている」。（36）

　訓育と知育が矛盾することが時にはあるなか
で、訓育は、伝統的には、子どもの発達や興味を
無視して、押しつけの教化がされていたとする。
子どものいじめ問題など基本的な人権が日常的な
人間関係に確立していくうえでは、難しい問題が
多々生まれている。市民道徳教育形成の課題は、
現代における学校教育の不可欠な仕事である。権
威主義と経験主義ではない、市民道徳形成の科学
的な探究が求められているのである。
　教育養成における基礎理論のひとつの例とし
て、教授・学習論のブルーナーやヴィコツキーを
あげよう。教授・学習論で日本の教育界におお

きな影響を与えたJ.S.ブルーナーの「教育課程」
では、優秀でない生徒の知的発達の援助を次のよ
うに強調している。「優れた生徒に学校教育を与
えるだけではなく、一人一人の生徒が、各自にもっ
とも適した知的発達をとげるように助けてやるこ
とである。教科構造を強調するよい教育は、才能
にめぐまれた生徒よりも、あまり有能でない生徒
にとってこそ価値があるのではないか。なぜな
ら、下手な教育をうけて、いともあっさりと軌道
から放り出されるのは前者ではなく、後者である
からである」。（37）

　ブルーナーはあまり優秀でない、生徒を対象に
しての教育の方法を考えた。この方が、知的発達
構造の援助方法の開発に有効であるとする。この
立場は、すべての子どもに生きていくための基礎
的な学力をつけさせてあげるという民主的な社会
を形成していくための国民教育の理念から大切な
視点である。激しい受験のための学力競争の教育
では、多くの落ちこぼれをつくっていく。すべて
の子どもに、生きるための基礎学力をつけていく
には、優秀でない子どもを対象にして、かれらの
つまずきの原因を明らかにして、それに対処でき
る有効な教授・学習の方法の工夫を個々の子ども
に即して実践していくことが教師の役割である。
　ところで、子どもの知的発達の具体的な研究に
は、三つの段階の発達段階に即して、探究するこ
とがもとめられているとブルーナーは次のように
述べる。
　「子どもの知的発達に関する研究は、子どもは
世界を観察し、それを自分自身に説明する場合
に、その発達の各段階において、それぞれ特徴的
方法をもっているという事実を明らかにしてい
る。特定の年齢の子どもに、ある教科を教えると
いう仕事は、いわば、その子どもがものを観察す
る方法と結びつけて、その教科構造を示すことな
のである」。（38）

　ピアジェの三つの発達段階を踏襲してブルー
ナーは、ほぼ5歳から6歳のときに終わる第1段
階である知的作業の行動を通じて、世界を操作す
る前操作的段階から第2の発達段階である具体的
操作段階を学校に入学している時期として重視す
る。この段階での学校教育の方法では、直感的、
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具体的な把握が必要とする。
　「子どもは、具体的的操作段階に入ると比較的
早い時期に、数学、自然科学、人文科学、社会科
学のかなり多くの基礎的観念を、直感的、また具
体的に把握することができるようになる。だが、
それができるのは具体的操作の点からだけであ
る」。
　ブルーナーは、学校に入学した子どものに基礎
的概念を教えることで重要なことは、具体的思考
からはじることであるということを問題提起して
いる。９歳頃までの小学生に知的なことを教える
のには、直感が大切であり、具体的な操作の方法
が科学的な基礎観念を身につけさせるうえで必要
なことであるというのである。
　さらに、子どもの知的発達にとって、直感的思
考方法を効果的に使用することが大切と次のよう
に強調する。「学級の生徒からの質問に対して、
まずあて推量で答え、つぎに自分のこのあて推量
の答えを批判的に分析しようとする教師は、まえ
もってなんでも学級の生徒のために分析してやる
教師よりも、生徒にこのような習慣を身につけて
やれそうである」。（39）

　ブルーナーは直感的な教育方法として、当て推
量の大切さを指摘する。教師は、その役割の重要
性を理解して、子どもを教授することを述べてい
る。正しい解答ができなくてもおしのようにだ
まっているのではなく、直感的に当て推量するこ
との重要性をブルーナーは次のように指摘する。

「生徒がその場で正しい解答ができないときには、
おしのように黙っているよりも当て推量をするほ
うがよいのではないのではないだろうか。生徒が
当て推量の妥当性を認めるような訓練を多少はう
けなければならないということは明らかである。
科学の場合にまた生活の場面でも一般に、われわ
れは不完全な知識にもとづいて行為せざるをえな
いことがしばしばある。つまり、われわれは当て
推量せざるをえないのである」。（40）

　科学の場面や生活の場面でも不完全な知識で行
為せざるを得ないことがしばしばあるとする。あ
て推量は、日常的に見られるのである。直感は貴
重な財産である。直感の科学的教授に教育力と教
師の誤りに対する適切な指導の重要性をブルー

ナーは次のように強調するのである。
　「直感が科学における貴重な財産であり、われ
われが生徒のなかに育成しようと努力しなければ
ならないものであることのおもな証拠である。芸
術や社会科における直感の場合にもまさに同じこ
とが強くいえるのである。だが、そのような才能
を育成するについての教育学上の問題は峻厳であ
り、実験室にもちこみたいという熱意のあまりそ
の問題を見過ごしてしまってはならない。まず第
一に、すでに注意したように、直感的方法は誤っ
た解答をだすことが多い。直感の間違い、それは
面白いことに間違った飛躍のことなのだー愚か
な、または無知の間違いから区別するには敏感な
教師が必要であり、また直感を働かしている生徒
を認めてやり、また同時に訂正してやれる教師が
必要である」。（41）

　さらに、ブルーナーは、補助教具や劇化の大切
について指摘する。実写映画の活用、記録映画の
活用など教具の積極的な工夫を次のように述べて
いる。
　「実験室の実習からはじまり、数学教育用の積
木をへて、系列的プログラムにおよぶ全範囲の補
助教具を便宜上、模型装置と呼ぼう。これと密接
に関連しているのが、いわゆる劇化装置である。
その精神において主題に忠実な歴史小説、生息地
における諸種の生物の闘争を劇化している実写映
画、劇のなかの人物によって行われる実験の例
証、ウィンストン・チャーチルのような人物の生
活と仕事を描写した記録映画による政治的偉大さ
の展開ーすべてこれらのものは、生徒をより密接
に現象や観念に結びつけるように導く劇的な効果
をもつことができる。疑いもなく、教授において
この種の「教具」のもっともよい範例となるのは、
教師自身が劇を創造できる人柄であるということ
である」。（42）

　ブルーナーは、上記のように教具の開発につい
ても重視するのである。模型装置、劇化装置など
教授方法としての教師自身の創造性の大切な課題
とする。
　 未来の発達水準と子どもの自立をめざした
ヴィコツキーは、発達の最近接領域の理論を構築
した。ヴィコツキーは、発達過程と教授・学習過
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程との関係を考えていくときに、発達水準を規定
するだけでは終わってならいとしている。つま
り、発達の最近接領域論として、二つの発達水準
をみなければならなとした。ひとつひとつの具体
的状況において、子どもの発達の進行とその教
授・学習の可能性との間の関係、現在の発達水準
と明日への発達水準と、二つの関係をみていく必
要があるとした。
　テストは現在の発達水準をみているものであ
る。子どもの知的発達の水準は、子どもの自主的
活動だけであって、子どもは模倣によって自分自
身の可能性の限界を超えて行動をしていく。子ど
もは集団活動における模倣によって、大人の指導
と援助のもとであるなら理解をもって自主的に行
動することができるようになる。大人の指導や援
助のもとで可能な問題解決水準と自主的活動にお
いて可能な問題解決の水準のあいだのくいちがい
が子どもの発達の最近接領域を規定するしたので
ある。「子どもが今日、大人の助けを受けてでき
ることを、明日には、彼は自主的にできるように
なる。こうして、発達の最近接領域は子どもの明
日を、発達においてすでに到達したものだけでは
なく成熟過程にいまあるものを考慮するような、
子どもの発達のダイナミックな状態を規定するこ
とを助けてくれる」。（43）

 　大人の指導と援助によって、人間の相互関係、
集団的な活動のなかで子どもは発達していく。子
どもは、模倣によって、自分自身での自主的な活
動ではできなかったことが、できるようになるの
である。模倣の場面をつくりあげていくのも大人
の学習的な援助である。模倣は、現在の発達水準
という次元だけではない。明日への発達を見通し
ての模倣の役割がこの際に大切になってくる。つ
まり、到達した現在の発達水準ではなく、明日へ
の発達最近接領域の考えが必要になってくるので
ある。
　テストによって子どもの知的発達水準を確定
し、教授・学習の有効性をテストによってはかる
という方法が発達の最近接領域論からみてどうな
のか。知的遅滞児は抽象的思考が弱いということ
で、障害児の学校では教授・学習の教育方法に直
感性を基礎においた。発達の最近接領域論から大

人と子どもは原理的に教授・学習の役割が異な
る。タイプライターなど、大人の教授・学習は人
間の知的性格全体になんら変化もあたえない習熟
の形成を意味する。子どもの書きことばのよう教
授・学習は、精神発達全体に変化をもたらしてい
く。
　発達過程と教授・学習過程の一致ではなく、内
的な統一性である。児童の発達学的分析は、学校
での教授・学習によってよびおこされる、発達過
程のリアルな内的連関である。教授・学習過程と
発達過程は直接的に互いに進むものではなく、き
わめて複雑なダイナミックな依存関係によって存
在し、思弁的公式でまえもってとらえることはで
きない。どの教科も子どもの発達過程に対して独
自の具体的な関係をもっている。形式的陶冶の問
題として、各教科に一般的に課すものでもない。
子どもの発達という視点から教科の内的構造と学
校での教授・学習の方法と関連したこの構造の変
容を確立していくことの必要性がある。
　子どもの発達の時期には、三歳の子どもに読み
書きが教えられないという教授・学習の下限ばか
りではなく、いつまでも読み書きの時期をのばし
ていいのかという上限の時期もあることを見落と
してはならない。あらゆる教授・学習には最適期
がある。教授・学習のある課題をはじめることで
は、子どもの発達は成熟した特色によって規定さ
れるばかりではなく、成熟に達していない、成熟
中の段階であることの方が重要である。
　発達の最近接領域の特質をどのように発見し、
子どもの学習集団をどのように組織し、協同関係
をつくり、模倣の役割を発揮していくのか。ここ
では、大人の指導と援助をどのように工夫してい
くのか。大人の援助と指導という側面からは、学
校の教師の役割は極めて大切な社会的役割であ
る。
　子どもの発達を考えていくうえで、学習障害 

（LD）、注意欠陥・多動性障害 （ADHD）、高機能
広汎性発達障害（高機能PDD）等の発達障害の
知識理解は、教師の専門性として大切なことであ
る。とくに、学習障害の問題は、すべての子ども
に生きていくための基礎学力をつけていくうえ
で、見落としてはならない教師になっていく基礎
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的な人間発達の科学的な知識である。発達障害の
こどもにどのように基礎学力をつけてやるのかと
いう教授・学習の開発は、重要な研究課題である。
教師を志望する学生が子どものつまずきを深く理
解していくうえで、これらの課題は避けて通れな
いのである。
　このように、学習障害は、全般的な知的発達に
遅れはないが、特定の分野の習得と使用に著しい
困難を示すということで、知的障害と区別されて
いるのである。教師の児童理解や学級運営にとっ
て学習障害の知識は、教師の指導方法の改善に大
きな意味をもっているのである。子どものの学習
が、怠けていて進まないのか、子どもの家庭、地
域、友人関係などの環境にあるのか、学習障害な
のかによって、教師の指導の対応も異なってくる
のである。
　子どもの発達は、それぞれの分野で深めていく
ことが求められている。市民道徳性の形成におい
て、仲間の遊び集団から形成されていく側面や地
域の年齢改定階梯制の子ども組・小若組、祭りの
行事の子どもの参加など、それぞれの発達段階に
おける道徳形成における地域の活動の参加のあり
方の課題がある。
　子どもの発達は、分野ごとに詳細に探究してい
く課題があることを見落としてならない。それぞ
れの子どもの発達を全体として、知的発達と訓育
的発達に即して、子どもの成長をみていくことが
求められているのである。
　教員養成においては、それぞれの発達段階に即
して、分野ごとに教育科学的に深めていく課題が
ある。学生たちは、この教育の科学的な探究を通
して、教員養成がされていくことを見落としては
ならない。いうまでもなく、教育技術的なことを
教員の資質向上のなかで決して軽視しているわけ
ではない。教員養成で大切なことは、最小限必要
な資質能力であることを重視していることで、教
員は生涯通して資質向上がもとめられており、採
用後は初任者研修制度があり、この充実も同時に
強調しなければならない課題である。

第四章　�教員免許法の選択制と大学における教員
養成の位置

　―1997年の教員養成審議会答申から―

1�．多様な個性をもった教員養成と連携・協働の
能力

　1997年に21世紀に生きる新たな時代に向けた教
員養成の改善方策についての答申が教育職員審議
会からだされた。この答申は、教員の免許法に科
目の選択制の柔軟性と、大学における教員養成と
採用後の初任者研修や現職研修との区別を明確に
したことによって、今までの免許主義の硬直性と
職人的訓練主義から見直す提言である。
 この教員養成審議会は、「21世紀を展望した我が
国の教育のあり方について」の国際化・情報化の
進展、科学技術の発達、少子・高齢化の進行、環
境問題の深刻化など、社会的背景のもとで、生き
る力の育成をする学校教育の転換をはかるため
に、教員養成のあり方を提言したものである。こ
こでは、豊かな人間性など時代を超えて変わらな
い価値あるものを大切にすることと、社会の変化
に的確かつ迅速に対応する教育の必要性を強調し
たのである。
　教員に求められる資質能力とはなにか。1997年
の教員養成審議の答申では、いつの時代でも求め
られる資質能力として、教職に対する愛着、誇
り、一体感に支えられた知識、技能の総体である
としている。これからの教員の具体的資質能力と
して、変化の激しい時代にあって、地球的視野に
立って行動できる能力、課題解決能力、自己教育
力などをあげている。
　答申で特徴的なことは、得意分野を持つ個性豊
かな教員の必要性として、画一性ではなく、多様
な資質能力を求めたのである。そして、この多様
な資質能力をもった教員が学校のなかで教員集団
として連携・協働する能力を共通の能力として
養っていくことの大切さを提言したのである。そ
して、学校内ばかりではなく、いじめや不登校の
問題など学校、家庭、地域社会、さらに、それ以
外の専門家との連携と協力できる能力が必要性と
述べている。
　教員ひとりひとりの能力は、生涯にわたって向
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上できることが必要であり、個々の教員が日々の
教育実践や教師自身の研鑽により図られることが
基本であるとした。任命権者は現職研修の体系や
機会の一層の充実を指摘している。
　大学での教員養成と現職研修での分担は、大切
なことである。大学では、最小限必要な資質能力
を次のようにあげている。
　初任者研修では、最小限必要な資質能力を円滑
に職務を実施し得るレベルまで高めることを目的
としている。この最小限必要な資質能力は、採用
当初から学級や教科を担任しつつ初任者研修を受
けるということからの内容の理解が大切と答申で
は述べているのである。最低限必要な資質能力や
実践的指導力の基礎は、採用当初から著しく教科
指導や学級を担任する能力に欠けることを意味し
ている。採用にあたっても、最小限必要な資質能
力を備えた教員を確保するようにと答申の指摘で
ある。
　教職への志向と一体感の形成としての大学にお
ける教職課程の指導として、教職課程における履
修計画・内容等についての指導をあげている。こ
の指導は、教員を志願する学生が理想とする教員
像を明確にすることである。この理想像を実現す
るために、教職課程における科目履修等の指導・
助言をあげている。この教員養成審議会の提言を
実現するには、大学として、どのような教師像を
学生にしめせるかということが大切である。これ
は、教員免許種別の説明で、それらの免許をとる
ために、どの科目履修が必要かということ以上
に、理想とする教師像を学生に求めているのであ
る。
　大学における教職への志向と一体感の指導の第
二には、教職についての理解を深める指導である
としている。ここでは、教職の意義や教員の役
割、職務内容等の知識の修得を通じて教職につい
ての理解を深め、将来教職に就くことに多角的に
考察する過程を援助し、動機づけを行うとしてい
る。
　この第二の段階での多角的に考察する過程の援
助は、学生自身が教職の仕事を多角的な側面から
の知識をもたなければならないし、他の職種との
違いなども含めて、教員の仕事の特殊性や社会的

な役割を考えていくことが必要なのである。この
多角的な考察の過程は、大学におけるキャリア教
育のひとつでもある。とくに、教員養成を主とす
る教育系の学部では、教職に就くことを前提に考
えるために、この多角的に考察する過程は極めて
大切である。教育系の学部でも多くの学生が、教
職に就かないようになっている状況で多角的に考
察する過程の指導は、とりわけ大切である。
　第三の教職への志向と一体感形成の指導では、
選択・決定の指導である。この段階では、第二の
段階から具体的に教職への選択の意志をもってい
くことである。ここでの指導は、教育実習その他
の体験を通じた教職の実体験・類似体験や他の職
業との比較ができる機会を教員志願する者に与え
ることである。そして、自らの教職への意欲、適
正等を熟考させ、最終的な進路選択の指導・助言
をあげている。
　
２�．選択履修と教科だけではなく学校教育活動全
体の視点

　教員養成審議会は、大学における教員養成を免
許制度から構造転換するために、選択履修方式の
導入と教職課程の履修による大学教育の過密カリ
キュラムの回避をはかるようにと答申している。
選択履修方式ということで、「教科又教職に関す
る科目」として基本的に各大学の裁量に委ねるこ
とができるようにしたことである。
　また、必修部分の単位数を削減して、科目履修
の区分を弾力化すという答申であった。そして、
都道府県教育委員会などは、重視する分野を公表
し、得意分野を持つ個性豊かな教員を採用できる
ように、きめの細かい採用選考をして、現職研修
も充実させていくというものであった。小学校教
諭一種免許の大学における単位取得の選択性は、
極めて限定されていた。
　改革以前の当時、小学校の教員免許単位数は、
教科に関する専門科目８単位、教職に関する専門
科目41単位、教科又は教職に関する専門科目10単
位で、総計59単位である。具体的にみると、教職
の意義に関する科目2単位、教育の基礎理論の科
目6単位（教育の理念等2単位、児童の身心の発
達等2単位、教育と社会等2単位）、教育課程及



－ 48 －

南九州大学人間発達研究　第4巻　（2014）

び指導法に関する科目22単位（小学校各教科教育
2単位×９科目18単位、道徳教育2単位必修で、
のこされたのは、2単位のみである）。
　生徒指導、教育相談及び進路に関する科目の4
単位は、生徒指導等2単位、教育相談等2単位、
進路指導等2単位のなかからの選択である。そし
て、教育実習5単位、教育実習演習2単位となっ
た。小学校の免許取得において、選択の自由がな
いのは、教育課程および指導法の領域で、教科教
育の９科目があることである。
　ここが、高等学校と中学校との大きな違いであ
る。教職の意義、教育の基礎理論の必修科目は、
4科目８単位の教育学、小学校の場合は、教科教
育の比重が大きいことがわかる。小学校の教員免
許は、中学校や高校のように教科によって免許が
だされるのではない。中学校や高校の教科教育の
内容からみると著しくことなっている。
　小学校の教員の教科に関する資質能力は、学級
担任としての教科を総合していくという能力が求
められている。この側面からの免許法の改定をし
ていくことによって、得意分野を身につけた豊か
な個性ある小学校の教員の充実がはかられていく
のではないか。この意味で、小学校における専科
教員の配置の抜本的な改革が必要なのである。
　教育実習は、事前・事後指導を含めて5単位で
あるが、大学の選択性として、専修学校、社会教
育施設、社会福祉施設、児童自立支援施設及びボ
ランティア団体における教育実習に準ずる経験も
1単位をあてることができるとした。
　1997年の教員養成審議会答申以降に、小学校の
自由選択制で大きく変わったのは、教科に関する
科目の取得方法である。教科に関する科目は８単
位であり、国語、社会、算数、理科、生活、音楽、
図画工作、家庭及び体育の教科より、一つ以上の
科目を修得するようになた。小学校は教職に関す
る科目41単位、教科又は教職に関する科目10単位
となったのである。
　
３�．障がいのある子どもの心身発達の理解と大学
の教職課程の授業改善

　障がいのある子どもの身心の発達及び学習過程
に係わる内容をすべての学校段階に属する教員に

理解を深めるために答申では「幼児、児童又生徒
の心身の発達及び学習の過程に関する科目」のな
かに含めるとした。
　障がい児の理解や学習障害を理解するうえでも
小学校の教員は、大切なことである。この内容が
教員免許に含まれたことは、特別ニーズ教育にお
ける原則、サラマンカ宣言の趣旨を教員に徹底さ
せていくことでも重要な意義をもっている。学校
は、インクルーシブに深刻な不利益や障害を有す
る子どもなど、あやゆる子どもの教育を成功させ
る方法をみつけなければならない。
　また、インクルーシブな教育は、学校から差別
をなくすために大きな役割を果たすというのが、
サラマンカ宣言の内容である。安易に教職の基礎
科目を増やさず、既存の科目の中に障がいのある
子どもの理解を含めたことは、従前の科目内容の
充実にとって有効であるのかという検討も必要で
ある。
　大学における授業改善の効果的な教育方法の導
入は、教職課程においても具体的・実践的に理解
しやすく、教員を志願する学生に興味を喚起する
授業改善を教育審議会は、求めているのである。
さらに、教職課程における授業改善をするために、
福祉体験、ボランティア体験、自然体験を提起し
ている。
　
４．教育実習の偏りと全学校活動の参加実習
　教育実習について、教員養成審議会における答
申では、厳しい批判がされている。「教育実習、
教科指導やホームルーム指導以外の内容が計画的
に扱われている例はほとんどないのではないか。
教員を志願する者にとって、教育実習は実践に触
れ自らの進路を考える極めて貴重な機会であるに
もかかわらず、このような実態は大きな問題では
ないか」。
　「本審議会が行った調査の結果によれば、教育
実習の内容は授業実習に偏している。このような
状況を改めるため、大学は、附属学校や実習協力
校等との連携を密にし、学級経営、生徒指導、教
育相談、進路指導、道徳、特別活動（特に学級活
動以外の部分）、部活動等に係わる教育実習が質
量ともに適切に確保されるよう、十分留意すべき
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である」。
　ここでは、教育実習のあり方に授業実習に偏っ
ていることを指摘しているのである。教育実習
は、学校教育の全体活動を体験させたり、観察さ
せたりする工夫が必要としている。とくに、学級
経営、生徒指導、教育相談、進路指導、道徳、特
別活動などをあげている。

第五章　�教員免許制度のあり方と６年制
教員養成の問題点

1．教職実践演習の創設について
　2006（平成18年）7月に「今後の教員養成・免
許制度のあり方について」の中央教育審議会の答
申がだされた。そこでは、教職課程の各認定大学
は、自ら養成する教師像を明確に示しその実現に
向けて、体系的・計画的にカリキュラムを編成を
提言している。さらに、大学全体として組織的指
導体制の確立の必要性をあげている。
　また、教職課程改善のモデルとして、高度職業
人としての教員養成に特化した枠組みを制度化す
ることを述べている。教職課程の認定の際には、
厳正な審査をしているものの最低限に必要な資質
能力に責任を持って育成しているとは必ずしもい
いがたいというのが中央教育審議会の認識であ
る。
　中央教育審議会は、具体的な教員免許改正とし
て、教職実践演習の新設・必修化であり、その科
目を通して、教員としての必要な資質能力の最終
的形成の確認を求めている。教職実践演習は、教
員として求められる4つの事項の指導をあげてい
る。
　その4つとは、第一に使命感や責任感、教育的
愛情等に関する事項、第二に社会性や対人関係能
力に関する事項、第三に幼児児童生徒理解や学級
経営等に関する事項、第四に教科・保育内容等の
指導力に関する事項となっている。
　授業方法では、役割演技、グループ討議、事例
研究、現地調査、模擬授業等を取り入れることを
提案している。これらの項目を授業科目のなかで
どのように構成し、実施するかは、大学の判断に

委ねるが、教職の科目や教科の科目の知見を総合
的に結集するとともに、学校現場の視点を取り入
れながらその内容を組み立てることが重要として
いる。

２．教育実習のあり方と母校実習
　教育実習については、学校と教育委員会と連携
しながら、大学教員と実習校の教員の連携指導を
積極的にする必要性をあげている。また、実習校
では複数の教員が協力して指導に当たることを提
言している。
　母校実習については、大学側の対応や評価の客
観性の確保等からできるだけ避けるように見直す
ことが適当という提案をしながら、一方で、母校
実習を学生の出身地で実習をすることが、早い段
階から地域の教育を知るうえで積極的な意義があ
るということから、出身校での実習は柔軟に対応
すべきであると答申している。
　この場合に、遠隔教育的方法を工夫して連携指
導を行うなど、大学が教育実習に関わる体制をつ
くることと、実習の客観的評価の体制づくりをあ
げでている。教育実習における内容は、学校にお
ける教育活動全体を視野に入れることが基本であ
ると答申は述べている。一方で、授業実習の比重
を高めるなどの実習内容を重点化することも考慮
する必要があると矛盾した側面もある。
　重点化の名のもとに、教科指導の実践は教育実
習の最も重要な内容であることから、十分な授業
実習の機会の確保に努めることとしている。この
立場は、平成９年度の教員養成審議会の答申にお
ける授業中心の教育実習を改める必要があるとい
うことや今回の答申でも学校教育活動の全体を視
野にいれた教育実習と矛盾した記述が中央教育審
議会答申に見られる。
　教員免許は、教職生活の全体を通じて、教員と
しての最小限必要な資質能力の保障ということで
あり、教員の完成教育をめざしているものではな
い。このことは、本答申でも随所でのべている。
採用後の初任者研修制度もあり、現職になって生
涯にわたって教員としての資質能力を向上してい
くことであることは、平成９年の教員養成審議会
答申以降繰り返し強調されてきたことである。さ
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らに、学校全体として協力関係のできる教員の資
質向上もたびたび指摘されてきたことである。

３�．最小限必要な教員の資質能力と大学の教員養
成の責任

　著しく学級経営や教科指導に支障をきたさない
ことが、教員としての最小限必要な資質能力であ
る。それが、実践的指導力の基礎という意味で使
われてきたのである。教科指導の実践に教育実習
で最も重要なこととして考えることは、教師とし
ての仕事を一面化する危険性をもつ。最小限必要
な資質能力を学校教育活動全体のなかで位置づけ
ていくことが教育実習でも必要である。
　また、教科指導の実践を教育学で蓄積してきた
教授・学習論や学習科学等の理論を踏まえること
が大切である。
　例えば、新設したばかりの南九州大学人間発達
子ども教育学科では、幼稚園や小学校の教員養成
教育において、1年生から地域の文化や歴史を学
生自らが地域に入って調べながら認識していく

「都城の歴史と文化」の授業の開設をしている。
さらに、1年生からの「子ども支援地域活動」で
の子どもに関するボランティア活動を推奨して、
子どもとのふれあいや子どもの生活を早い学年か
らみれるように体験学習させている。必修科目と
して、「地域と子ども」「子どもと自然」などの授
業を開設して、バーチャルな世界ではなく、地域
に積極的に入って、地域活動や自然体験をしなが
ら、子どもの実際の世界から学ぶ態度と基礎的知
識を取得させている。また、大学の教育研究の基
本理念である食・緑・人を対象にして、創造性、
人間性、社会性豊かな人材育成を目指すというこ
とから、他の大学の教員養成にみられない独自の
特徴あるカリキュラムをつくっている。「子ども
の食と栄養」「子どもと食育」「食物アレルギー」

「子どもと手作り遊び」「子どもと民話」「園芸療
法論と園芸療法実習」「地域食文化論」「学校ビオ
トープ」「農業実習」「グリーンツーリズム論」な
どの選択科目を設置している。大学全体として、
人間発達学部子ども教育学科の特徴ある教育を支
えているのである。

４�．教員養成6年制の問題性と現職教員研修にお
ける修士課程活用の意義

　平成24年８月の中央教育審議会「教職生活の全
体を通じた教員の資質能力の総合的な向上策につ
いて」の答申は、教員養成を修士レベル化し、一
般免許として、高度専門職業人に位置づけていく
ことを提言している。学部レベルは、基礎免許と
するとしている。学部レベルでは、学校現場の体
験機会の充実によりカリキュラムの改善、いじめ
等の生徒指導に係わる実践力の向上ということを
あげている。一般免許に修士レベルを求めたので
あるが、そこでは、探究力、新たな学びを展開で
きる実践的指導力、コミュニケーション力の保障
などをあげている。
　この答申は、教員の質の向上に、教員養成の修
士レベル化、6年制の問題提起である。この修士
レベルの提言のまえに必要なことは、現在の国立
大学の教員養成大学・学部の現実や、一般大学に
おける教職課程認定の問題点を明らかにすること
からはじめるべきである。教員養成の問題は、養
成期間の問題以上に、教員養成大学・学部のかか
えている問題点や課程認定の問題が大きくある。
それは、教員養成期間の延長の問題では解決する
ことはできない。むしろ、6年制では、矛盾を拡
大することになる。
　大学における教員養成と開放の原則ということ
から教員の免許主義を重視したが、教員免許のた
めの単位認定の機能が果たしているのかというこ
とである。教員免許のための教職科目が学問の基
礎のうえに、チュートリアル制度などを導入し
て、講義と学生自身が現実の教育現場との関係で
考えていく授業になっているのかということであ
る。
　開放性の原則から教育学部自身の閉鎖性が教員
養成にとって、大きな問題になる。教育系の学部
ですら、多くの学生が教員にならない現実のなか
で、教育実習の職業訓練のトレーニング的方法が
有効であるのかということも進路からみても重大
な問題である。
　教員養成の教育実習は、教育実地研究とする大
学も増えている。教育実地研究は、学術の府とし
て、大学における学びの一環であるという考えか
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ら、教育現場を教育の実践的な科学の対象として、
探究する場でもあるとした。また、教科や教材の
研究を教授・学習論から実践的に深めながら教育
現場に参画するという学びの場であるという趣旨
である。
　教育の技術は、子どもの発達段階の教育学的な
科学の成果や諸科学の成果をきちんと踏まえてこ
そ生きていくものである。教育技術の修練に、科
学の大衆化という視点と子どもの発達という視点
を決して忘れてはならない。
　大学は、教員としての最低必要の資質を養成す
るのであり、採用後の初任者研修などに代替え
するものでは決してない。一般企業の職務遂行
的な具体的な職業訓練は、企業内の初任者研修に
よって、その職場で働けるように一人前にしてい
るのである。公的な職業訓練機関の技術訓練は、
100％雇用されることを前提にしているのである。
教員の採用は、教員志望者による競争になってい
るのが現実である。このために教員採用のための
予備校が繁盛している。大学によっては、教員採
用対策として教員採用の予備校の機関を招いてい
るところさえある。
　6年制ということで、特定の国立大学の教育学
部を中心に閉鎖的に教員採用の道をつくるなら
ば、多くの優れた教員の資質をもった若者に失望
を与えていくことになる。
　現状では、地元の国立大学教育学部の採用率は
決して高くない。国立大学の教育学部以外の卒業
生や私立大学をはじめ県外の卒業生など地元国立
教育学部以外の多くの若者が教員になっているの
が現状である。多様な素養をもった教員がいるこ
とによって、教育の活性化がはかられてきたので
ある。教育の画一化、官僚主義が教育の現場の活
力を減退させてきたのである。
　平成23年度の教員採用で小学校の教員ですら国
立大学の教育系の採用は、4割程度にすぎないの
である。採用率も小学校では、3割を割っている
のである。教科専門・教科教育を中心としての中
学校養成の義務制のカリキュラムを中心において
いる国立大学教育系大学・学部では、中学校の採
用数は、全体の比率で27.6％と3割を割ってい
る。一般大学の4年生制の卒業生が59.4％と6割近

くを占めている。
　教育技術を重視する教育学部的教員養成もひと
つの道である。この道を決して否定するものでは
ない。しかし、それが唯一ではない。むしろ国立
大学教育系の卒業生は、少数派になっていること
を数字が示しているのである。
　つまり、国立大学の教育系の採用率は受験者に
対して相対的に合格率が高いということである。
それは、教育系学部が重視している教科教育を中
心とした教育技術の重点化が決して有利に働いて
いないことが現状である。一般大学における教員
養成の重要性は、教員採用の数字からみても一般
大学の採用者の多さからいえるのである。一般大
学では、学問を重視した教育があたりまえのよう
に行われている。
　教員になっていくことは、教員免許に教職の必
修が課せられて、教員採用でも大きな比重を占め
ており、共通性として教職の専門、教育の科学を
重視する側面は大切である。また、専門科学を重
視して教員になっていくのもひとつの道である。
　また、教養主義を重視して教員養成していくの
もひとつの道である。多様な教員養成のなかで、
教育現場で多様な能力をもった教員が協働の力で
子どもを育てていくことが大切である。多様性を
共有しながら、共通しているのは、教員免許によ
る必修的な要件である教職専門の分野の力量であ
り、この教員免許の教育学、教育心理学の教職専
門の基礎側面が教科教育の重視ということから、
軽視されては、学生の将来にとっても大きなマイ
ナスになっていくのである。
　個々の教員の得意とする分野を発展させるため
に様々な教員のサークル活動があり、教員は、こ
のなかで自主研修をしながら成長している事例を
数多くみることができる。教職員組合の実施する
教育研究集会も、多くの教員が教師としての能力
を高める場になってきたのである。本来の教員組
合の使命も子どもの実態を正確にとらえるため
に、地域の暮らしを把握しながら、自発的・自主
研修に命があるのである。
　国際的、国内的な教員養成、教員の研修につい
て、合意事項を大切にしながら、日本の現状、教
育現場の実態を直視しながら、教員養成のあり方
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を模索していくことが現在、国民的に求められて
いる。その際に、ILO・ユネスコ教員地位勧告で
だされた次のような内容を大切にしていくことが
国際的な常識である。一般教育および個人的教養、
他人を教える能力、国の内外を問わず良い人間関
係の基礎をなす原則の理解、および、社会、文化、
経済の進歩に、授業を通して、また自らの実践を
通して貢献するという責任感を発展させなければ
ならない。
　戦後の教員養成の大きな特徴は、官立の教育養
成以外から多くの教員が輩出して、閉鎖的な教員
養成を打破しうとしたことである。しかし、近年
になって、閉鎖的教員養成の政策志向が専門職大
学院の動きのなかで強まっている。
　専門職大学院は、6年制ということではなく、
現場の教員が再び大学院で学べるようにと、現職
教員の研修保障の機会増大という側面を重視すべ
きではないか。閉鎖的な6年制の特権的な専門職
には教員の質を低下する危険性があり、一般大学
からのいままでの教員採用の実績をないがしろに
して、教員養成の混乱につながっていく。
　教員養成の開放性の原則をもっと充実させてい
く方策をねって、教員の研修制度の充実というこ
とから大学院での現職教員の在籍拡大方策を考え
るべきである。教育学部以外での研修の機会もそ
のひとつの方策である。また、戦後に私立大学で
は、多くの教員養成をしてきた。多くの私立大学
の卒業生が教育現場で活躍している意義も高く評
価すべきである。
　教員の質向上と、教員の不祥事問題は別個に考
えるべきである。教員のモラルの問題は、現行の
法に照らして厳正に処罰すべきであり、不祥事教
員を温存させて、教員の質ということにすり替え
るのは問題の本質をあいまいにするものである。
とかく、教育現場は不祥事の事件に、きわめて甘
い体質がある。このことが、教員の腐敗を招いて
いる。
　本来なら現職の教員研修は、仕事をしながら、
それぞれの職場や近隣学校教員の教育研究集会
や、様々な研究サークルなどをとおして、教員の
質は高まっていくものである。それらが、今まで、
教育行政の研修や研究会などと結びついていな

い。むしろ、派手な研究指定校や公開研究会のみ
に集中し、教員の自主性を奪った多忙な官製研修
になってきたことに問題があったのではないか。
　子どもの生活現実の関係から教師の創造的な自
主的教材編成や授業の工夫が多くの教師によって
されてきた。それらが、積極的に評価されてこな
かった問題点もある。地域から、子どもの生活現
実から子どもの成長を保障していこうとする発想
が評価されずに、教室のなかにとじこまった型に
はまった教育技術的な一斉指導による操作的な教
育方法がとかく評価され、教育委員会から強調さ
れてきた面はなかったか。
　教員養成は、閉鎖的な6年制にしていくのでは
なく、学問的な教職専門と実践的な教授・学習の
教育技術の基礎を学ぶことが大切である。そこで
は、大学における教員養成として、将来に協働で
働くことの意義のために、仲間のなかで学ぶこと
は不可欠である。教員養成のために学生への教育
を指導する大学教授も安易に特定方法の教育現場
をすべて絶対主義的に鋳型にはめるのではなく、
学問の自由が保障された大学の雰囲気のなかで、
教育技術の習得を求められる必要がある。

まとめ
　大学における教員養成は、戦前の鋳型にはめた
職人的師範教育の反省から出発した。これは、国
家主、軍国主義を推進した教師を二度とつくらな
いという誓いであり、子どもを戦場に送らないと
いう平和教育にとっても極めて重要なことであっ
た。戦後日本は、平和主、民主主義、基本的人権
の憲法をつくった。この理想の実現は、国民教育
によってまつところが大きい。民主的な国家の創
造に教師の役割を強調したのである。
　大学における教員養成は、戦前の師範教育の克
服ということで、師範学校の大学昇格でリベラル
アーツという国民の教養教育充実ということから
学芸学部的要素として出発した。このことの強調
は、教職専門の教育を結果として、軽視したこと
になった。とくに、教育学や教育心理が軽視され
てきた。戦前の軍国主義を推進した教員の再審査
もあいまなか形で教員不足から民主主義の教育を
推進するための教師の役割の重要性が個々に問う



－ 53 －

神田嘉延：現代社会における日本の教員養成

ことはなく任用されたのである。
　戦前の民間教育運動において命をかけて子ども
の将来を信じてきたさまざまな教育実践を十分に
ふまえることなしに、また、国際的な民主教育の
成果蓄積を十分に吸収することなしに、大学にお
ける教員養成も出発したのである。この最大の問
題は、教育の科学的な研究をしている教育学や教
育心理学の教職専門の教員配置をおろそかにし、
その教育研究の体制を保障してこなかったことに
ある。
　教職の専門ということは、教科専門の枠内で、
専門的な知識をどう教え込むかという教育技術的
な側面に偏った側面も否定できない。それぞれの
分野の教科教育における教授・学習論は、極めて
不十分なことも大きな要因である。この分野の研
究者の養成が遅れていることもひとつの要因であ
る。
　今日の教育現場の矛盾から教員養成に求められ
るのは、教育の科学的な学問の成果と結びついた
教育技術の向上が求められている。教育の技術と
教育の理論は、具体的な教育実践をとおして結ば
れていくものである。大学における教員養成のな
かで、学校現場と結びついた教員養成の視点は、
極めて大切である。それは、教育の研究は、人間
の発達を研究する学問であるからである。教育の
研究は、発達の困難をかかえている問題点を子ど
もの内的な側面と外的側面から探って、そのなか
から子どもの未来の可能性を具体的に実現してい
くことである。そのために実践的な手法を開発し
ていく実践的、臨床的な科学的手法が求められ
る。
　教育現場との結びつきを重視していくことは、
現実の教育実践を絶対的に評価するものではな
い。現実の教育実践は、多くの矛盾を含んでいる
のである。学校教育の現場は、地域や社会から閉
鎖的なところも少なくない。この問題から、地域
住民、父母とともに学校を管理運営していくとい
う新しいコミュニティスクールの手法を取り入れ
られている。その理念の定着における困難性や、
逆に管理主義的にしてしまう危険性など検討する
ことも多い。また、学校の病理現象として、管理
主義、競争主義・コンコール主義、偏差値教育な

ども指摘される。多くの矛盾をもちながら教育実
践が行われているが現実である。
　教育の条件整備も学習権保障という立場からみ
るならば、社会的貧困化が進むなかで、就学援助
や奨学金などが十分ではない。また、地方自治体
の基準財政需要額に対する教育財政の割合どりに
教育費を支出していない市町村も少なくない。こ
れは、市町村の教育財政に対する認識の低さから
くるものである。
　過疎化によって、学校の統廃合も大きな問題で
ある。地域のコミュニティ文化センターの役割を
果たしてきた学校の機能も少なくなっている。学
校の機能が受験「学力」向上ということだけでに
一面化している側面も歪めない。あらゆる子ども
の将来のために生きるための基礎学力段落という
ことから離れてきている側面も多々みる。
　これらの矛盾を直視でき、未来の学校を探求で
きるような教員養成も考えていくことが必要であ
る。
　南九州大学は、次のような教育研究の理念を
もっている。「豊かな自然と温和な気候に恵まれ
た南九州の環境のなかで、創造性に富み、人間性
と社会性豊かな人間を育成するとともに、食・
緑・人に関する基礎的、応用的研究をすすめ、専
門分野において社会に貢献寄与できる人材を育成
する」。
　豊かな環境という地域的条件を十分に活かして
創造性、人間性、社会性という人材育成の目標を
もって、食・緑・人という専門分野の人材育成を
目指した大学である。新設したばかりの人間発達
学部子ども学科は、前記の食・緑・人の教育研究
理念の特徴を活かして創設したのである。人間発
達学部は、様々な模索をしながら、人間・子ども
の発達、人格の完成を目指す総合的視点からの学
問を基礎として教育研究をしている。
　人間発達学部子ども教育学科は、人間発達や教
育の技術習得を大切にしながら、私立大学であり
ながら困難であるといわれた小学校や幼稚園、特
別支援教育（障がい児教育）の教員養成に取り組
んでいる。
　本論でも引用した津留宏（神戸大学）や岡本洋
三（鹿児島大学）は、長年教員養成教育に勤務さ
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れて、戦前の師範教育型ではなく、学問を重視し
た大学における教員養成の重要性を指摘してきた
論者である。教育学部の学問的重要性として、中
等の教科専門教育ではなく、人間の発達を総合的
にみれる小学校教育、幼稚園教育、障がい児教育
の現実から大学におけるカリキュラム編成と研究
の大切さを強調した論者であった。そこでは、教
育学部で制度的に学問研究を位置づけて、困難で
あるが、多角的な視点から人間発達、人間形成の
総合性を探究していくことが教育学部の使命とし
た論を展開したのである。
　教員の質の向上が叫ばれる今日、あらためて師
範教育の反省から、学生の自主性を十分に尊重し、
総合的視点から人間発達、豊かな人間性をもった
人格の完成を目指し、生きる力、確かな学力のた
めの学問を学んで、教育の技術習得も含めて教員
養成をじっくり考える時期にきているのではない
か。
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